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地域密着型サービスは、要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での

生活を継続できるようにするためのサービス体系として、平成１８年４月に創設されました。 

住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的としているため、原則として、当該地域密着型サー

ビス事業所が所在する市町村の住民（被保険者）のみが利用できるサービスで、市町村が指定・指

導監督の権限を持ちます。 

そのため、唐津市の地域密着型サービスを利用できる方は、要支援・要介護の認定を受けた唐津市

の被保険者のみです。 

 

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成 18 

年 3 月 31 日老計発第 0331004 号ほか） 

 第１ 基準の性格 

１ 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基

準を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努

めなければならない。 

 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者 又は 行おうとする者が、満たすべき基準等を満

たさない場合には、指定地域密着型サービスの指定 又は 更新を受けられない。 

   また、基準に違反することが明らかになった場合には、以下の措置をとります。 

 

① 勧 告  相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行う。 

  ↓ 

② 公 表  相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当 

該勧告に対する対応等を公表する。 

   ↓ 

③ 命 令  正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間を定

めて当該勧告に係る措置を取るよう命令することができる。。 

  なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う前に

相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行

われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）

ができる。 

   ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直

ちに指定を取り消すこと又は指定の全部もしくは一部の効力を停止することができる。 

  ①次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準を違反したとき 

   イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払いを適正に受け

なかったとき 

 Ⅰ 地域密着型サービスとは 
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   ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

   ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退去者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を収受したとき 

  ②利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

  ③その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

３ 基準違反には、厳正に対応する。 

※指定地域密着型サービス事業の多くの分野で、基準に合致することを前提に、自由に事業 

への参入を認めているため。 

 

○ 指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（以下「基準」という。） 

第３条 一般原則 

１ 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなけれ

ばならない。 

 

２ 地域との結びつきを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者、

その他の保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

 

３ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修を実施するなどの措置を講じなければならない。 

 

４ 介護保険等関連情報等を活用し、PDCA サイクルを構築・推進することにより、提供するサー

ビスの質の向上に努めなければならない。 

※この場合において、科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）に情報を提供し、当該情報及びフ

ィードバック情報を活用することが望ましい。  
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第 1 節 基本方針 

小規模多機能型居宅介護【基準第 62 条】 

指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点

に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有

する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければな

らない。 

 

指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問

や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援

するものである。 

   

 

介護予防小規模多機能型居宅介護【基準第 43 条】 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又は

サービスの拠点に通わせ、もしくは短期宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交

流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機

能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

看護小規模多機能型居宅介護【基準第 170 条】 

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、「指定居宅サービス等基準第 59 条に規定する訪問看

護の基本方針（注 1）」及び「第 62 条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針（注 2）」を踏

まえて行うものでなければならない。 

 

注１「指定居宅サービス等基準第 59 条に規定する訪問看護の基本方針」とは、指定訪問看護の事

業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の

機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

注２ 第 62 条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針は当該ページ上段の小多機基準第 62

条参照 

 

 

 

  

 Ⅱ 人員・設備・運営の基準 
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第２節 人員に関する基準 

介護従業員【小多機：基準第 63 条】【予防：基準第 44 条】【看多機：基準第 171 条】 

 

日 中 

通 い 

サービス 

常勤換算方法で 

通いサービスの利用者の数（※１）が３又

はその端数を増すごとに１以上 
【小多機の場合】 

○1人以上は「常勤」であること。 

○1人以上は「看護師」又は「准看護師」

であること。（非常勤でも可） 

 

【看多機の場合】 

○1人以上は「常勤の保健師又は看護師」

であること。 

○常勤換算方法で 2.5 人以上は「保健師」

「看護師」又は「准看護師」であること。

（指定訪問看護事業所の指定を併せて

受け、一体的に運営されている場合は

それをもって満たす。） 

訪 問 

サービス 

小多機 ： 常勤換算方法で １以上 

 

看多機 ： 常勤換算方法で ２以上 

夜 間 

及び 

深 夜 

宿 泊 

サービス 

（夜勤） 

1 以上 
宿泊利用者がいない場合は、

夜間及び深夜の時間帯における

連絡体制が整っていれば、夜勤

及び宿直の配置は不要 訪 問 

サービス 

（宿直） 

1 以上 

資 格 

介護福祉士や訪問介護員の資格は必ずしも必要としない。 

ただし、介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則とし、これ以外の従業者にあっても

研修の機会を確保することなどにより質の向上を図ること。 

夜間・ 

深夜の 

従業者 

配 置 

 宿泊サービスの利用者が 1人であっても、訪問サービスへの対応から、夜勤 1人及び宿直 1人の計 2

名の配置が最低必要となること。 

また、宿直職員は、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、

随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されていれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はない。 

 

【共通 (1)～(4)】 

(1) 利用者の数（※１）は、前年度の平均値（新規指定の場合は、推定値） 

(2) 夜間及び深夜の時間帯は、事業所ごとに宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて設定

すること。 

(3) 日々の通いサービスの実際の職員配置については、その日ごとの状況に応じて判断すること 

※通いサービスの利用者がいない場合でも、職員を配置しないということではなく、通いサー  

ビスを利用しないものに対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることがで

きるような職員配置に努めること。 

(4) 日中勤務する介護従業者については、通いサービスを行うために 3：1以上、訪問サービスを

行うために 1以上（看多機は 2以上）とあるが、これは必要数の算出基準を示したものであ

り、それぞれのサービスに固定しなければならないという趣旨ではなく、日中の介護従業者全

体で通いサービス及び訪問サービスを行うこと。 

※参考：(1)、(4)関連 ⇒ 10 ページ参照 

 

【小規模多機能型居宅介護 (5)～(7)】 

(5) 従業者のうち 1以上の者は常勤 



 

- 5 - 

 

(6) 従業者のうち１以上の者は看護師又は准看護師（非常勤でも可） 

(7) 従業者は、以下の施設等の職務に従事可。 

当該小規模多機能型居宅介護

事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている

場合 

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施

設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

介護職員 

当該小規模多機能型居宅介護

事業所の同一敷地内に中欄に

掲げる施設等のいずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、 

居宅サービス事業所、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応

型通所介護 

看護師 

又は 

准看護師 

※ただし、小多機事業所と併設施設それぞれの人員基準を満たしておくこと。 

 

【看護小規模多機能型居宅介護 (8)～(11)】 

(8) 従業者のうち常勤換算方法で 2.5 以上の者は、保健師、看護師又は准看護師（以下、「看護職

員」という。）であること。 

また、従業者のうち 1以上は常勤の保健師又は看護師であること。 

(9) 看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスのそれぞれで 1名以上必要であり、常勤を要

件としていないが、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員

配置とすること。 

(10)指定訪問看護事業所の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護事業と指定

訪問看護事業とが同じ事業所で一体的に運営されている場合は、指定訪問看護の指定基準（看

護職員 2.5 人以上）を満たすことにより、(8)の基準を満たすものとみなす。 

(11)従業者は、以下の施設等が併設している場合、その施設等の職務に従事可。 

認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護

医療院 

※ただし、看護小規模多機能と併設施設それぞれの人員基準を満たしておくこと 

 

介護支援専門員【小多機：基準第 63 条】【予防：基準第 44 条】【看多機：基準第 171 条】 

(1) 勤務形態：原則として専従。（常勤・非常勤は問わない。） 

・利用者の処遇に支障がない場合は、下記の兼務ができる。 

①当該事業所の管理者 

②当該事業所の介護従業者 

③併設する以下の 4施設等の職務 

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院 

  ※他の業務と兼務する場合、次の(2)に掲げる業務が適切に行われていないときは、兼務に支障

があると判断する。 

(2) 介護支援専門員は、基本的に次の業務に従事する 

  ①登録者の（看護）小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス計画」 
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の作成 

  ②法定代理受領の要件である（看護）小規模多機能型居宅介護の利用に関する市町村への届出の

代行 

  ③（看護）小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した「（看護）小規模多機

能型居宅介護計画」の作成 

(3) 研修要件：別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 

「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」（H18～）  

 

 

管理者【小多機：基準第 64 条】【予防：基準第 45 条】【看多機：基準第 172 条】 

(1) 事業所ごとに、常勤の管理者を配置。 

(2) 原則、専従。事業所の管理業務に支障がない場合（※１）は、下記の職務に兼務可。 

①当該事業所の従事者（介護支援専門員含む） 

②同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者 

【管理業務に支障がない場合（※１）とは】 

・他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該（看護）小規模多

機能型居宅介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握で

き、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないとき 

【管理業務に支障があると考えられるケースとは】 

・例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設におい

て入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員として兼務する場合（施設における勤務

時間が極めて限られている場合を除く）、事故発生時の緊急時において管理者自身が速やかに当該

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆けつけることがで

きない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると判断する。 

(3) 経験要件 

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、（看護）

小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

として、３年以上認知症高齢者の介護に従事した経験があること。 

(4) 研修要件：別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 

      「認知症対応型サービス事業管理者研修」（H18～） 

       ※看多機の場合は、保健師又は看護師も可 

【みなし措置】 

次の①及び②を満たす者は、管理者として必要な研修を修了しているものとみなす。 

①平成18年3月31日までに、「実践者研修」又は「基礎課程」を修了したものであって、平成18年3月

31日に、現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対

応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者 

 ②「認知症高齢者グループホーム管理者研修」（H17）修了者 
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代表者【小多機：基準第 65 条】【予防：基準第 46 条】【看多機：基準第 173 条】 

(1) 経験要件：次のいずれかの経験がある者 

①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対

応型共同生活介護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員

として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者 

②保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者。 

(2) 研修及要件：別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 

「認知症対応型サービス事業開設者研修（H18～）」 

       ※看多機の場合は、保健師又は看護師も可 

【みなし措置】 

下記研修のいずれかを受講していれば必要な研修を修了しているとみなす。 

・「認知症介護実践者研修」または「実践リーダー研修」（H17～） 

・「痴呆介護実務者研修基礎課程」または「専門課程」（～H16） 

・「認知症高齢者グループホーム管理者研修」（H17） 

・「認知症介護指導者研修」 

・「認知症高齢者グループホーム開設予定者研修」 

  

 

常勤とは 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時

間数（週 32 時間を下回る場合は週 32 時間を基本とする。）に達していることをいうものである。 

ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

 

常勤換算方法とは 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時

間を下回る場合は 32 時間を基本とする）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の

従業者の員数に換算する方法をいうものであり、その計算の結果生じた小数点第 2位以下は切り捨て

るものとする。 

 

※勤務延時間数については、当該事業所のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、小

多機とＧＨが併設されている場合であって、ある従業者が、小多機とＧＨの両方に兼務する場合、

小多機の勤務延時間数には、小多機の従業者としての勤務時間だけを参入すること。 

 

※母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている

場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を

満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。 
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常勤換算方法による算出例 

Ａ事業所の「常勤の従業者が勤務すべき時間数」を 1日 8時間（週 40 時間）と仮定して、 

看護職員Ｂ（常勤：8時間勤務）、看護職員Ｃ（常勤：8時間勤務）、看護職員Ｄ（非常勤：3時間

勤務）、看護職員Ｅ（非常勤：2時間勤務）の場合 

看護職員の常勤換算 ＝（8h＋8h＋3h＋2h）÷8h ＝ 2.625 ⇒ ２．６(小数点 2位以下切捨) 

  

 

事業者に対する労働法規の遵守の徹底   【参考 平成２４年４月１日の介護保険法改正について】 

 

 

 

 

  

介護人材の確保を図るためには、事業者による労働環境整備の取組を推進することが重要だが、介護

事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割合が高い。 

事業者による労働環境整備の取組を推進するため、新たに、労働基準法等に違反して罰金刑を受けて

いる者等について、指定拒否等を行うこととする。 
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小規模多機能型居宅介護における介護職員の人員配置基準の考え方 

 

勤務時間 ① 7：00 ～ 16：00（休憩 1 時間）     ・夜間及び深夜の時間帯 21：00 ～翌 7：00 

     ② 9：00 ～ 18：00（休憩 1 時間）     ・日中の時間帯      7：00 ～ 21：00 

     ③11：00 ～ 20：00（休憩 1 時間）    

     ④ 9：00 ～ 13：00            ※『夜間及び深夜の時間帯』は、利用者の生活サイ 

     ⑤14：00 ～ 18：00             クルに応じて、１日の活動終了時刻から開始時刻 

     ⑥ 9：00 ～ 18：00（休憩 1 時間）＋宿直   までを基本として、各事業所ごとに設定する。 

     ⑦19：00 ～翌 8：00（休憩 2 時間）       また、その残りの時間帯を『日中の時間帯』と 

常勤職員の１日の勤務時間数 ８時間           設定する。 

利用者：通いサービス１１名、宿泊サービス ４名        

 

小規模多機能型居宅介護における介護職員の必要な時間数 

『夜間及び深夜の時間帯』 

 基 準：「夜間及び深夜の時間帯」を通じて、１以上の夜勤職員、及び、１以上の宿直職員 

 配置例：夜勤職員 介護職Ｇ＋介護職Ｈを配置 

     宿直職員 介護職Ｆを配置 

 

『日中の時間帯』 

 基 準：「日中の時間帯」に通いサービス利用者３人に対し常勤換算方法で１以上の介護職員、及び、   

     訪問サービス利用者に対し常勤換算方法で１以上の介護職員を配置 

    ⇒通いサービス利用者１１名に対し４名✕８時間＝３２時間、訪問サービスに対し１名✕８時間 

    ⇒合計４０時間分以上の介護職員が必要 

 配置例：介護職員Ａ（８Ｈ）＋介護職員Ｂ（８Ｈ）＋介護職員Ｃ（８Ｈ）＋介護職員Ｄ（４Ｈ）＋ 

     介護職員Ｅ（４Ｈ）＋介護職員Ｆ（８Ｈ）＋介護職員Ｇ（２Ｈ）＋介護職員Ｈ（１Ｈ） 

    ⇒合計４３時間分の介護職員を配置 

配置例 
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参考  

 

唐保高第１０３７３号 

令和６年１０月１７日 

 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所      管理者 様 

 

唐津市長  峰  達 郎   

 ［公印省略］  

 

（看護）小規模多機能型居宅介護の通いサービスにおける職員配置について（通知） 

 

平素より、本市の介護福祉事業にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能

型居宅介護（以下「小多機等」という。）の通いサービスの提供に当たる職員の配置につい

ては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第６３条、同基準

第１７１条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第４

４条中（以下「基準」という。）で「その利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上」

とされ、利用者の数とは、「前年度の平均値」とされています。 

また、上記の定めがある一方で、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスに関する基準ついて（平成18年3月31日老計発第0331004号老振発第0331004号老老発

第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知）（以下「基準解

説」という。）の四 小規模多機能型居宅介護、２ 人員に関する基準、（１）従業者の員数

等、②小規模多機能型居宅介護従業者、ハで「日々の通いサービスの実際の職員配置につい

ては、その日ごとの状況に応じて判断する必要があるが、単に通いサービスの利用者がいな

いからといって職員を配置しないということではなく、通いサービスを利用しない者に対す

る訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることができるような職員配置に努める

ものとする。」ともされています。基準解説の八 看護小規模多機能型居宅介護においても

同一の定めがあります。 

このことは、最低限の職員の配置を規定すると同時に、それを下回る配置を認めていると

読み取られ、小多機等事業所ごとの考え方に違いを生むおそれがあるため、次のとおり唐津

市の取り扱いを示させていただきます。なお、この取り扱いは小多機等にのみ適用し、その

他の通所系サービスには適用しません。 
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１ 通いサービスの提供に当たる職員配置について 

  その日ごとの通いサービス利用者数に応じた職員配置としてよいが、基準に定める最低

限の職員配置を満たし、利用者に対して何らかの形で関わるよう努めること。 

  

例）前年度の利用者数平均値が９人で、その日の利用者数６人。 

答）その日の通いサービスを提供する職員配置は２以上でよいが、３以上に努めること。 

 

２ 訪問サービスの提供に当たる職員配置について 

  基準のとおり、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護にあって

は１以上、看護小規模多機能型居宅介護にあっては２以上。 

 

３ 人員基準欠如減算について 

  指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて（平成18年３月31日老計発第0331005号老振発第0331005号老老発第0331018号厚生

労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知）第二 指定地域密着型サー

ビス介護給付費単位数表に関する事項、１ 通則の(7)及び(8)のとおり取り扱う。 

  

例）通いサービスの利用者数が少ない日が続いて、職員の配置をその日ごとに減らして

配置したことで、ある月の職員の平均勤務時間数が基準で定める勤務延時間数を下回

った。 

答）具体例として、基準では１日当たり３２時間の勤務延時間数を確保すべきところ、

ある月において職員の平均勤務時間数が３０時間となった場合は、人員基準欠如状態

とする。このとき、減算に係る取り扱いは上記通則の(8)に従う。 

 

４ その他 

  基準解説の取り扱いについては保険者によって異なる場合がありますので、他保険者の

管内に小多機等事業所を開設されている場合は、当該保険者におたずねください。 

 

 

 

 

  

唐津市保健福祉部高齢者支援課 

介護給付係  

ＴＥＬ 0955－70－0102 

ＦＡＸ 0955－73－8451 
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第 3 節 設備に関する基準 

登録定員及び利用定員【小多機：基準第 66 条】【予防：基準第 47 条】【看多機：基準第 174 条】 

(1) 登録定員：29 人以下（サテライトは 18 人以下） 

(2) 通いサービス利用定員：登録定員の 1/2～15 人（サテライトは 12 人）まで 

※登録定員が 25 人を超える場合は次の表に定める利用定員が上限 

登録定員 利用定員 

26 人又は 27 人 16 人 

28 人 17 人 

29 人 18 人 

(3) 宿泊サービス利用定員：通いサービスの利用定員×1/3～9 人（サテライトは 6人）まで 

【定員の遵守】 小多機：基準 82 条 看多機：基準 182 条（準用） ⇒ 12 ページ 

・登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて（看護）小規模多機能型居宅

介護の提供を行ってはならない。 

・災害その他のやむを得ない事業がある場合は、この限りではない。 

・利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的に利用定員を超えることはや

むを得ない。 

  

Ｑ＆Ａ（平成 24 年 3 月 30 日） 

（問） 通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。 

（答） 同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数の上限を指すもので

はない。例えば午前中に 15 人が通いサービスを利用し、別の 10 人の利用者が午後に通いサー

ビスを利用することも差し支えない。 

Ｑ＆Ａ（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護の登録定員 26 人以上 29 人以下とする場合には、同時に、通い定員

を 16 人以上にすることが必要となるのか。 

（答） 登録定員を 26 人以上 29 人以下とする場合でも、必ずしも、通い定員の引上げを要するも

のではない。通い定員を 16 人以上とするためには、登録定員が 26 人以上であって、居間及

び食堂を合計した面積について、利用者の処遇に支障がないと認められる充分な広さを確保す

ることが必要である。 

  

 

設備及び備品等【小多機：基準第 67 条】【予防：基準第 48 条】【看多機：基準第 175 条】 

(1) 必要空間（部屋）  居間、食堂、台所、宿泊室、浴室 

①居間・食堂 

 ・居間と食堂は同一の室内でも可能だが、それぞれの機能が独立していることが望ましい 

・利用者と介護従業者が全員集まることができる等、機能を十分発揮できる広さを確保すること 

・通いサービスの利用定員が 15 人を超える場合は、１人当たり 3 ㎡以上を確保すること。 

②宿泊室（個室） 
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・原則、宿泊室の定員は 1人。 

ただし、利用者の処遇上必要な場合は、2人とすることができる。 

・宿泊室の床面積 ≧ 7.43 ㎡ 

 ※看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所の場合であって、宿泊室の定員が 1人の

場合は、6.4 ㎡以上でも可 

・個室以外の宿泊室の合計面積 ≧ 7.43 ㎡×（宿泊サービスの利用定員－個室の利用定員） 

※個室以外の宿泊室は、プライバシーが確保されたものであること。 

※プライバシーが確保されたものであれば、居間も宿泊室の面積に含めて差し支えない 

（カーテン等の簡易的な仕切りは不可） 

(2) 必要設備 

・消火設備等、非常災害に必要な設備(消防法等に規定された設備)や、サービス提供に必要な設 

備や備品等。 

(3) 立地条件  

・住宅地等、家族や地域住民と交流できる地域に事業所を立地すること。 

・（看護）小規模多機能型居宅介護は、利用者と職員とのなじみの関係を構築しながらサービス

を提供するものであることに鑑み、他の施設・事業所との併設については、（看護）小規模多

機能型居宅介護として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに

留意すること。 

Ｑ＆Ａ（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護の通い定員を 16 人以上 18 人以下にする場合の要件として、「利用者

の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（1 人当たり 3 ㎡以上）」とあるが、居間及び食堂

として届け出たスペースの合計により確保することが必要なのか。 

（答） 小規模多機能型居宅介護の通い定員を 16 人以上 18 人以下にする場合には、原則として、

居間及び食堂の広さが、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（1人当たり 3

㎡以上）」である必要がある。ただし、例えば、居間及び食堂以外の部屋として位置付けられ

ているが日常的に居間及び食堂と一体的に利用することが可能な場所がある場合など、「利用

者の処遇に支障がないと認められる十分な広さが確保されている」と認められる場合には、こ

れらの部屋を含め「1人当たり 3㎡以上」として差し支えない。 

Ｑ＆Ａ（平成 19 年 2 月 19 日） 

（問） 個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーを確保するものとは考えにく

いことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。 

（答） 個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具な

どにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオン

カーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライ

バシーが確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。 
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第 4 節 運営に関する基準 

内容及び手続の説明及び同意 

【小多機：基準第 3 条の 7（準用 88 条）】【予防：基準第 11 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 7（準用 182 条）】 

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、下記の運営規程の概要等サービス選択に関係する重

要事項を文書で説明、同意を得て、提供を開始しなければならない。 

 なお、利用者と事業者の双方を保護するため、書面による同意とする。 

(1) 事業所の重要事項に関する規程の概要  

(2) 従業者の勤務の体制 

(3) 事故発生時の対応 

(4) 苦情処理の体制 

(5) 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況） 

(6) その他の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 

※サービス提供後のトラブル防止のために、重要事項説明書等を懇切丁寧に説明し同意を得て、契

約を締結すること。また、重要事項説明書及び契約書の記載漏れ等が無いように注意する。 

 

提供拒否の禁止 

【小多機：基準第 3 条の 8（準用 88 条）】【予防：基準第 12 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 8（準用 182 条）】 

原則として、利用申込に対しては応じなければならない。特に、要介護度や所得の多寡を理由にサー

ビスの提供を拒否することは禁止とする。 

提供を拒むことができる正当な理由とは、以下の場合等を指す。 

(1) 定員をオーバーする場合 

(2) 利用申込者の居住地が、事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

(3) 利用申込者に対し自ら適切なサービス提供することが困難な場合 

 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 9 月 4 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護 3 以上の者、要支援者

などに限定することは可能か。 

（答） １ 小規模多機能型居宅介護は､認知症の高齢者や重度の者に対象を絞ったサービスではな

く、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うことを支援するものであること

から､認知症の高齢者でないことを理由にサービスの提供を拒むことや利用者を要介護 3以

上の者に限定することは認められない。 

２ また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けたと

ころでのみサービスを受けることができるのであって､事業所が介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業所の指定を受けなければ、要支援者を受け入れる必要はない。 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 9 月 4 日） 

（問） 有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設

の入居者に限定することは可能か。 
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（答） 小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者に限定することは認め

られない。 

Ｑ＆Ａ（平成 19 年 2 月 19 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護事業所においては、サービスの提供回数に制限は設けてはならない

と考えるが、登録者が事業者の作成した小規模多機能型居宅介護計画より過剰なサービスを要

求する場合、事業所は登録者へのサービス提供を拒否することは可能か。 

（答） 他の利用者との関係でサービスの利用調整を行う必要もあり、必ずしも利用者の希望どおり

にならないケースも想定されるが、こうした場合には、利用者に対して希望に沿えない理由を

十分に説明し、必要な調整を行いながら、サービス提供を行うことが必要である。 

  

 

サービス提供困難時の対応 

【小多機：基準第 3 条の 9（準用 88 条）】【予防：基準第 13 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 9（準用 182 条）】 

正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難である場合には、

当該利用申込者に係る居宅介護支援事業所への連絡、適当な他の（看護）小規模多機能型居宅介護事

業所等の紹介その他必要な措置を速やかに講じなけれればならない。 

 

受給資格等の確認 

【小多機：基準第 3 条の 10（準用 88 条）】【予防：基準第 14 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 10（準用 182 条）】 

(1) サービスの提供を求められた場合は、被保険者証によって、被保険者資格、要介護等認定の有無及

び要介護認定等の有効期間を確認しなければならない。 

※地域密着型サービス事業であることを踏まえ、区域外の利用者については、留意すること。 

(2) 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サービ

スを提供するように努めなければならない。 

 

要介護認定等の申請に係る援助 

【小多機：基準第 3 条の 11（準用 88 条）】【予防：基準第 15 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 11（準用 182 条）】 

(1) 利用申込者が要介護等認定を受けていないこと確認した場合は、速やかに当該申請が行われるよ

う必要な援助を行なければならない。 

(2) 更新申請については、遅くとも要介護等認定等の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、

必要な援助を行わなければならない。    

 

心身の状況等の把握 【小多機：基準第 68 条】【予防：基準第 49 条】【看多機：基準第 68 条（準用 182 条）】 

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス・福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

※テレビ電話装置等の活用による開催も可。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、当該利用

者の同意を得なければならない。 
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※テレビ電話装置等を活用する際は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの

ためのガイダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

居宅サービス事業者等との連携  

【小多機：基準第 69 条】【予防：基準第 50 条】【看多機：基準第 69 条（準用 182 条）】 

(1) サービス提供に当たっては、居宅サービス事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービス提

供者等との密接な連携に努めること。 

 

（看護）小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画を作成し、 

（看護）小規模多機能型居宅介護以外のサービスについて給付管理を行う必要があることから、 

利用者が利用する居宅サービス事業者等との連携は密にしておくこと。 

 

(2) サービス提供に当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に

努めること。 

(3) サービス提供の終了に際しては、利用者、その家族に対し、適切な指導を行うとともに当該利用者

に係る居宅介護支援事業者に対する情報提供及び保健医療サービス・福祉サービス提供者との密

接な連携に努めること。 

 

身分を証する書類の携行 【小多機：基準第 70 条】【予防：基準第 51 条】【看多機：基準第 70 条（準用 182 条）】 

利用者が安心して（看護）小規模多機能型居宅介護の訪問サービスの提供を受けられるよう、訪問

サービスの提供に当たる者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時と利用者・家

族から求められたときは、これを提示しなければならない。 

証書等には、事業所の名称、当該訪問サービスの提供に当たる者の氏名を記載するものとし、当該

訪問サービスの提供に当たる者の写真の貼付や職能を記載することが望ましい。 

 

サービス提供の記録  

【小多機：基準第 3 条の 18（準用 88 条）】【予防：基準第 21 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 18（準用 182 条）】 

(1) 利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度基準額との関係やサービスの利用状況

を把握できるようにするため、サービスを提供した際には、サービス提供日、サービス内容、保険

給付の額等を居宅サービス計画書又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

(2) サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者か

ら申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法（※）により、その情報を利用者に対して

提供しなければならない。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、その完結日から 2

年間保存しなければならない。 

 ※「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。 

 

  



 

- 17 - 

 

利用料等の受領 【小多機：基準第 71 条】【予防：基準第 52 条】【看多機：基準第 71 条（準用 182 条）】 

(1) 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、利用者からサービス費用基準額の

1割、2割又は 3割の支払を受けなければならない。 

(2) 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際には、その利用者から受ける利用料の

額と、サービス費用基準額との間に、一方の管理経費の他方への転嫁などによる不合理な差額を

設けてはならない。 

(3) (1)及び(2)のほか、以下の費用の額の支払いを利用者から受けることができる。 

① 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外に居住する利用者への送迎に要する費用 

② 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の居宅に訪問サービスをする場合の交通に要す

る費用 

③ 食事の提供に要する費用 

④ 宿泊に要する費用 

⑤ おむつ代 

⑥ ①から⑤以外で、このサービスで提供される便宜のうち、日常生活において通常必要な費用

で、利用者に負担させることが適当な費用 

(4）費用の支払いを受けるサービスを提供するに当たっては、あらかじめ、利用者やその家族に対

し、サービスの内容及び費用の額について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

※⑥のその他の費用の具体的内容については、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱

いについて（平成 12 年 3 月 30 日 老企第 41 号）」を参照。     ⇒17 ページ 

※③及び④の費用については、「居住・滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指

針（平成 17 年 9 月 7日厚生労働省告示第 419 号）」を参照。     ⇒20 ページ  

 

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（抄） 

(平成 12 年 3 月 30 日 老企第 54 号) 

１．「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利用者等」という。）又はその家

族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便

宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないもの(利用

者等の嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日常生活費」とは区別されるべきものであ

る。 

２．「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」

の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 

①「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関

係がないこと。 

②保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認め

られないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名 



 

- 18 - 

 

目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。 

③「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行わ

れるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又は

その家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。 

④「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われる

べきものであること。 

⑤「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程において定

められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やす

い場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都

度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。 

 

(別紙) サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

（5）小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多久能型居宅介護（地域密着基準第

71 条第 3項第六号及び地域密着介護予防基準第 52 条第 3項第六号関係） 

①利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 

②利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 

（7）留意事項 

①「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考

えられる物品(例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等)であって、利用者等の希望を確認し

た上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対し

て一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。 

②「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービスの提供の一環と

して実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての利用者又は入所

者に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等)

について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないものである。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」

とは、どういったものが想定されるのか。 

（答） 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるも

のではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者（又は施

設）が提供するもの等が想定される。 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの

に限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」について

は、費用の徴収ができないのか。 

（答） サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 
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Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」

に該当するのか。 

（答） このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「そ

の他の日常生活費」に該当しない。 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、

その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

（答） 個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、

その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用とし

て徴収を行うこととなる。 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

（答） サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の

日常生活費」に該当するのか。 

（答） このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生

活費には該当しない。 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「そ

の他の日常生活費」に該当するか。 

（答） 全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「そ

の他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行う。 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（問） 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当す

るか。 

（答） 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定

されるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員

参加する定例行事）における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収すること

はできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供

する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お花、

絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他

の日常生活費」に該当する。 

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提

供の範囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希
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望者を募り実施する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として

徴収を行うこととなる。 

  

 

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（抄） 

(平成 17 年 9 月 7 日 厚生労働省告示第 419 号) 

１ 適正な手続きの確保 

   指定（看護）小規模多機能型居宅介護事業所は、指定（看護）小規模多機能型居宅介護事業所（以

下「事業所等」という。）における居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約（以下「契約」

という。）の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続きを行うこ

と。 

イ 当該契約の締結に当たっては、利用者等又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により

事前に説明を行うこと。 

 ハ 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変

更に関し、運営規程への記載を行うとともに事業所の見やすい場所に掲示し、かつ、ウェブサイト

への掲載を行うこと。 

２ 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料 

 イ 居住、滞在及び宿泊（以下「居住等」という。）に係る利用料 

 （１）居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。 

   ① ユニットに属する居室、療養室及び病室（以下「居室等」という。）、ユニットに属さない居

室等のうち定員が１人のもの（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費

のイ（１）から（３）までの注１６、ロ（１）から（５）までの注１４、ハ（１）から（３）

までの注１３及びホ（１）から（７）までの注１３、指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十一号）別表指定施設サービス等介護給付費単

位数表の介護保険施設サービスのイ及びロの注１５及び注１６並びに介護医療院サービスのイ

からヘまでの注１４、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八

年厚生労働省告示第百二十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短

期入所療養介護費のイ（１）及び（２）の注１２、ロ（１）から（４）までの注１２、ハ

（１）及び（２）の注１１、並びにホ（１）から（６）までの注１１並びに指定居宅サービス

に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和六年厚生労働省告示第八

十六号）附則第十二条に定める者（以下「従来型個室特例対象者」という。）が利用又は入所

する者は除く。）並びにユニットに属さない居室（指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の居

室に限る。）のうち定員が２人以上のもの 

  ⇒ 室料及び光熱水費に相当する額 
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  ② ユニットに属さない居室等（指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定

短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室を除く。）のうち定

員が２人以上のもの並びに従来型個室特例対象者が利用又は入所するもの 

     ⇒ 光熱水費に相当する額 

 （２） 居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとすること。 

   ① 利用者等が利用する施設の建設費用（修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても

勘案すること。） 

   ② 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用 

 ロ 食事の提供に係る利用料 

    食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。 

３ その他 

   利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居

住、滞在及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。 

 

保険給付の請求のための証明書の交付  

【小多機：基準第 3 条の 20（準用 88 条）】【予防：基準第 23 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 20（準用 182 条）】 

利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、事業者は、法定代理受領サービスに

該当しないサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、サービスの内容、費用の額その他利用者

が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して

交付しなければならない。 

 

指定（看護）小規模多機能型居宅介護の基本的取り扱い方針 

【小多機：基準第 72 条】【予防：基準第 65 条】【看多機：基準第 176 条】 

(1) 指定（看護）小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態等の軽減や悪化の防止に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

(2) 自ら提供するサービスの質の評価（自己評価）を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を

図らなければならない。 （地域との連携 ⇒ 39 ページ 、 自己評価 ⇒ 40 ページ） 

 

【予防】 

(3) 利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たること。 

(4) 利用者が有する能力を最大限活用し、利用者が有する能力を阻害するなどの不適切なサービスの

提供を行わないよう配慮すること。 

(5) 利用者とのコミュニケーションを十分に図り、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働き

かけに努めること。 
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指定（看護）小規模多機能型居宅介護の具体的取り扱い方針  

【小多機：基準第 73 条】【予防：基準第 66 条】【看多機：基準第 177 条】 

（看護）小規模多機能型居宅介護の方針は次に掲げるところによるものとする。 

(1) 小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地

域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることに

より、妥当適切に行うものとする。 

 ※著しく利用回数が少ないケースや、ほぼ毎日宿泊するケースは運営推進会議に報告し、適切なサ

ービス提供であるか評価を受けることが必要。 

※ほぼ毎日宿泊するケースが増える場合は、他の利用者の宿泊に対応できないこともあるため、他

の利用者が適切にサービスを受けられるように調整を行うことが必要。 

(1)’看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよ

う、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問

サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又は

サービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養

上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする。 

(2) 利用者１人１人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活

を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

(3) サービスの提供に当たっては、（看護）小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的に

ならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を

行うものとする。 

(4) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービ

スの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

 ※サービスの提供等とは、個別計画の目標及び内容や行事及び日課等も含む。 

(5) サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

【緊急やむを得ない場合とは】 

・切迫性、非代替性、一時性の３つの要件をすべて満たすこと。 

【緊急やむを得ない理由で身体的拘束等を行う場合】 

・組織等としてこれらの要件の確認等の手続を極めて慎重に行うこと。 

・その具体的な内容について記録し、その記録は２年間保存すること 

・身体的拘束が必要な理由、身体的拘束の方法、身体的拘束を行う時間、身体的拘束の解除予定日

を利用者、その家族に説明し、同意を得ること 

・身体的拘束の解除の検討を定期的に行うこと 
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(7) 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用による開催も

可）を３月に１回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と 

 ロ 身体的拘束等の適正化の指針を整備すること 

 ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 

 ⇒「身体的拘束等の適正化」は R7.3.31 まで努力義務。R7.4.1 から義務化 

 

【身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について】 

・委員会構成メンバー：管理者、従業者のほか、第三者や専門家を構成員とすることが望ましい。 

・事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化につい

て、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲

罰を目的としたものでないことに留意すること。 

・委員会は、具体的に次のようなことを想定している。 

 イ 身体的拘束等について報告するための様式の整備 

 ロ 身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景を記録し、イの様式に従い報告する 

 ハ ロにより報告された事例を集計し分析 

 ニ 事例の分析をもとに、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と 

適正化策を検討 

ホ 報告された事例、分析結果を従業者に周知徹底 

ヘ 適正化策を講じた後、その効果について評価 

【身体的拘束等の適正化の指針について】 

・身体的拘束等の適正化の指針には、次の項目を盛り込むこと 

 イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

 ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

 ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

 ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

 ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

【身体的拘束等の適正化のための研修について】 

・身体的拘束等の適正化のための研修は、年２回以上開催すること。 

 また、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化のための研修を実施すること。 

・身体的拘束等の適正化のための研修内容についても記録すること。 

 

(8) 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない。 

 ※著しく少ない状態とは、登録定員のおおむね１/３以下が目安となる。（登録定員が２５人の場合

は、通いサービスの利用者が８人以下であれば、著しく少ない状態といえる。） 
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(9) 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連

絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しな

ければならない。 

※適切なサービスとは、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４回以上

が目安。 

※通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日であっても、電話による見守りを

含め、利用者に何らかの形で関わることが望ましい。 

【(10)以下、看護小規模多機能型居宅介護のみ】 

(10) 看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び看護小規模多機能型

居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければ

ならない。 

(11) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの

提供を行わなければならない。 

(12) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 9 月 4 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外

出介助（公共交通機関等での通院介助）も含まれるのか。 

（答） 小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・

外出介助も含まれる。 

※事業所の車両を使用する場合、道路運送法における許可等が必要かどうか、確認が必要。 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 2 月 24 日） 

（問） 養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。 

（答） 養護老人ホームにおいては、措置の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われている

ところであり、要護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することは想定してい

ない。 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 9 月 4 日） 

（問） 養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところで

あり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していない

とあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算

定できないのか。 

（答） 養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところで

あり､養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定しておらず､

介護報酬は算定できない。 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 2 月 24 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅

介護を利用することはできるか。 

（答） 利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定でき

ない。) 
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Ｑ＆Ａ（平成 18 年 9 月 4 日） 

（問） 有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設の

入居者に限定することは可能か。 

（答） 小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者に限定することは認めら

れない。 

Ｑ＆Ａ（平成 19 年 2 月 19 日） 

（問） 通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所におい

て、訪問看護を利用することは可能か。 

（答） 訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり（介護保険法第 8条第 4項）、小規

模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。 

 

【参考】高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

  （平成１８年４月１日施行） 

１．高齢者（この法律では６５歳以上の者と定義）虐待の定義 

身体的虐待 養護者や介護施設等の職員が、高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそ

れのある暴力を加えること。 

介護・世話の放 

棄、放任(ネグ 

レクト) 

養護者や介護施設等の職員が行う、高齢者を衰弱させるような著しい減食又

は長時間の放置。養護者が、養護者以外の同居人による虐待行為を放置するな

ど、養護を著しく怠ること。介護施設等の職員が、高齢者を養護すべき職務上

の義務を著しく怠ること。 

心理的虐待 養護者や介護施設等の職員が、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的

な反応等、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

性的虐待 養護者や介護施設等の職員が、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢

者をしてわいせつな行為をさせること。 

経済的虐待 養護者又は高齢者の親族若しくは介護施設等の職員が、高齢者の財産を不当

に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

２．関係者に課された義務等 

養介護施設の 

設置者・ 

管理者等 

養介護施設職員等の研修の実施、当該施設の利用者及びその

家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設職員等

による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

 

養介護施設の 

職員等 

擁護者や介護施設職員等による虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した者は、当該高齢者の生命または身体に繁大な危険

が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければなら

ない。重大な危険が生じていない場合も、市町村への通報に努

めなければならない。守秘義務に関する法律の規定は、通報（虚

偽及び過失を除く。）を妨げるものと解釈してはならない。 

通報をした

ことを理由と

して、解雇そ

の他不利益な

取扱いを受け

ない。 

※事業所内で、高齢者虐待発見時の対応マニュアルや連絡体制の整備をしておくこと。 
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主治の医師との関係 【看多機のみ：基準第 178 条】 

(1) 常勤の保健師又は看護師は、利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書（以下「指示書」とい

う。）に基づき看護サービスが行われるよう、主治医との連絡調整、看護サービスの提供を担当す

る看護師等の監督など必要な管理を行うこと。 

 ※主治医とは、利用者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書

の交付を受けることはできない。 

(2) 看護サービス提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 

(3) 主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出

し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

(4) 事業所が病院又は診療所である場合にあっては、(2)及び(3)の規定にかかわらず、(2)の主治の医

師の文書による指示及び(3)の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記載を

もって代えることができる。 

 

居宅サービス計画の作成 【小多機：基準第 74 条）】【予防：基準第 66 条】【看多機：基準第 74 条（準用 182 条）】 

(1) 管理者は、介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

  ※（看護）小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合は、介護支援専門員は（看護）小規模多

機能型居宅介護の介護支援専門員に変更する。 

(2) 介護支援専門員は、(1)に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、居宅介護支援等基準第

13 条各号に掲げる具体的取り扱い方針に沿って行うこと。 

  ※作成した居宅サービス計画は２年間保存すること。 

 ⇒集団指導資料「居宅介護支援・介護予防支援」の「指定居宅介護支援尾具体的取り扱い方針」参照  

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 2 月 24 日） 

（問） 介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター（介護予防

支援事業者）が作成するのか。 

（答） １ 介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター(介護予防

支援事業者)の職員が作成するのではなく、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所のケ

アマネジャーが作成するものである。 

２ この揚合、地域包括支援センター(介護予防支援事業者)の職員が行う業務と同様の業務を

行っていただくことになる。 

３ なお、ケアプランの作成については介護予防小規模多機能型居宅介護の介護報酬の中に含

まれていることから、別途「ケアプラン」の作成に係る介護報酬を算定することはできな

い。 

Ｑ＆Ａ（平成 24 年 3 月 30 日） 

（問） 居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複する場合の取扱い如

何。 

（答） 居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載すべき内容が重複する場合にあって

は、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる。 

なお、小規模多機能型居宅介護の居宅サービス計画等の様式については、「小規模多機能型 
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居宅介護のケアマネジメントについて（ライフポートワーク）」として調査研究事業の成果が

取りまとめられており（※）、こうした様式例等も参考とし、適宜活用されたい。 

※ 当該資料については、http://www.shoukibo.net/ において掲載。 

Ｑ＆Ａ（平成 19 年 2 月 19 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていても、利用日時の変

更や利用サービスの変更(通いサービス→訪問サービス）が多いが、こうした変更の後に、「居

宅サービス計画」のうち週間サービス計画表（第３表）やサービス利用票(第７表）等を再作成

する必要があるのか。 

（答） 当初作成した「居宅サービス計画」の各計画表に変更がある場合には、原則として、各計画

表の変更を行う必要があるが、小規模多機能型居宅介護は、利用者の様態や希望に応じた弾力

的なサービス提供が基本であることを踏まえ、利用者から同意を得ている場合には、利用日時

の変更や利用サービスの変更（通いサービス→訪問サービス）の度に計画の変更を行う必要は

なく、実績を記載する際に計画の変更を行うこととして差し支えない。 

 

○居宅サービス・介護予防サービス計画 新規作成依頼・事業者変更届書（第２２号様式） 

唐津市ホームページに掲載 

https://www.city.karatsu.lg.jp/koureisha-shien/shinsesho/kyotakutodoke.html 

ホーム＞健康・福祉・子育て＞介護保険＞介護保険（事業者のみなさん）＞各種申請などの内容と様式 

＞居宅サービス計画作成依頼届出書 
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参考資料 
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１月未満の小規模多機能型居宅介護利用の場合の居宅介護支援費の取扱い  
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法定代理サービスに係る報告  

【小多機：基準第 75 条】【予防：基準第 54 条】【看多機：基準第 75 条（準用 182 条）】 

毎月、市町村（国保連）に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービスに関す

る情報を記載した文書（給付管理票）を提出しなければならない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 18 年 3 月 27 日） 

（問） 居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用しているものが小規模多機能型居宅介護の利用

を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変

更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型

居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規

模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用にかかる国保連への

「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。 

（答） 利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）を受けている場合には、小規

模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケアプラン作成を行うこととなる。この場合の

給付管理は、他の居宅介護サービスを含めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ

いて居宅介護支援費（介護予防支援費含む）は算定されないこととなる。 

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は終了した場合は、居宅介護支援費の算

定は可能であるため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事

業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給付管理票」の

作成と提出を行い、居宅介護支援費の請求を行うこととなる。  

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当する場合には、月末時点（又は最後）の居

宅介護支援事業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護費を提出

することとなる。 

  

 

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付  

【小多機：基準第 76 条】【予防：基準第 55 条】【看多機：基準第 76 条（準用 182 条）】 

登録者が他の（看護）小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者から申出

があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交

付しなければならない。 

 

小規模多機能型居宅介護計画の作成 【小多機：基準第 77 条】【予防：基準第 66 条】 

(1) 管理者は、介護支援専門員に登録者の小規模多機能型居宅介護計画の作成業務を担当させる。 

  ※当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することとならな

いよう留意すること。 

(2) 小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供され

ることなどにより、レクレーション、行事、園芸等、利用者の趣味や嗜好に応じた利用者の多様

な活動の確保に努めなければならない。 
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(3) 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従

業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するために具体的なサービスの内容等を記載した

小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の様態、希望等を

勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービスおよび宿泊サービスを組み合わせた介護を行わ

なければならない。 

(4) 小規模多機能型居宅介護計画を作成に当たっては、その内容について利用者又は家族に対して説

明し、同意を得なければならない。 

(5) 小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

なお、小規模多機能型居宅介護計画は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

(6) 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画作成後も、サービスの実施状況や利用者の様態

の変化等の把握を行い、必要に応じ小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。 

※１ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等に対して、居宅サ

ービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

※２ ※１の規定を踏まえ、小規模多機能型居宅介護の短期利用を提供する場合、居宅介護支援事

業所が作成した居宅サービス計画に基づきサービスを提供している小規模多機能型居宅介護事

業者は、当該居宅介護支援事業者から小規模多機能型居宅介護計画の提供の求めがあった際に

は、計画を提出すること。 

(7) (1)から(5)までの規定は、(6)に規定する計画の変更について準用する。 

 

看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 

【看多機：基準第 179 条】 

(1) 管理者は、介護支援専門員に登録者の看護小規模多機能型居宅介護計画の作成業務を、看護師等

（准看護師を除く。(9)において同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成業務を担

当させる。 

(2) 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連

携を図りつつ行わなければならない。 

(3) 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供

により、レクレーション、行事、園芸等、利用者の趣味や嗜好に応じた利用者の多様な活動の確保

に努めなければならない。 

(4) 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従

業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するために具体的なサービスの内容等を記載した

看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の様態、希望

等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービスおよび宿泊サービスを組み合わせた介護を

行わなければならない。 

(5) 看護小規模多機能型居宅介護計画を作成に当たっては、その内容について利用者又は家族に対し

て説明し、利用者の同意を得なければならない。 

(6) 看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならな

い。なお、看護小規模多機能型居宅介護計画は、その完結日から２年間保存しなければならない。 
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(7) 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画作成後も、サービスの実施状況や利用者の

様態の変化等の把握を行い、必要に応じ看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。 

(8) (2)から(7)までの規定は、(7)に規定する計画の変更について準用する。 

(9) 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成

しなければならない。 

(10) 省略 

※１ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等に対して、居宅サ

ービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

※２ ※１の規定を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護の短期利用を提供する場合、居宅介護支

援事業所が作成した居宅サービス計画に基づきサービスを提供するが、当該居宅介護支援事業

者から看護小規模多機能型居宅介護計画の提供の求めがあった際には、計画を提出すること。 

 

介護等 【小多機：基準第 78 条】【予防：基準第 67 条】【看多機：基準第 78 条（準用 182 条）】 

(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切

な技術をもって行なわなければならない。 

(2) 利用者の費用負担により、利用者の居宅及び当該事業所において（看護）小規模多機能型居宅介

護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。ただし、（看護）小規模多機能型居宅介

護事業者の負担により、訪問入浴介護などのサービスの利用に供することは差し支えない。 

(3) 利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護従業者が共同で行うよう努める。 

 

Ｑ＆Ａ（令和 3 年 4 月 9 日） 

（問） 指定（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提供につ

いて、連携方法や費用負担についての考え方如何。 

（答） 看取り期等で通いが困難となった利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供に当たって

は、当該サービスの提供に関する連携方法、費用負担について、事業者間で調整及び協議の

上、決定されたい。 

  

 

社会生活上の便宜の提供等 【小多機：基準第 79 条】【予防：基準第 68 条】【看多機：基準第 79 条（準用 182 条）】 

(1) 利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努め

なければならない。 

(2) 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等、その者又はその家族が行うこと

が困難である場合、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。特に金銭にかかるもの

については書面等をもって事前に同意を得て、代行した場合はその都度本人に確認を得る。 

(3) 常に利用者の家族との連携を図るとともに、家族に対し、事業所が実施する行事への参加の呼び

かけ等によって、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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利用者に関する市町村への通知  

【小多機：基準第 3 条の 26（準用 88 条）】【予防：基準第 24 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 26（準用 182 条）】 

事業者は、サービスの提供を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を

付してその旨を保険者に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに（介護）小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要

介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

緊急時の対応 【小多機：基準第 80 条】【予防：基準第 56 条】【看多機：基準第 80 条（準用 182 条）】 

(1) 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要

な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

  ※協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。 

※緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取

り決めておくこと。 

［看護小規模多機能のみ］ 

(2) 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時

応急の手当てを行わなければならない。 

 

管理者の責務  

【小多機：基準第 28 条（準用 88 条）】【予防：基準第 26 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 28 条（準用 182 条）】 

(1) 事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

(2) 事業所の管理者は、当該事業所の従業者に、（看護）小規模多機能型居宅介護の運営に関する基

準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

運営規程 【小多機：基準第 81 条】【予防：基準第 57 条】【看多機：基準第 81 条（準用 182 条）】 

事業者は、事業所ごとに、次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定めなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

・営業日…365 日（休業日は、設けられない。） 

・訪問サービス…24 時間（利用者からの随時の要請にも対応するため） 

・通いサービス…それぞれの営業時間 

・宿泊サービス…それぞれの営業時間 

(4) 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

(5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の実施地域 
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※事業所が任意に定める、利用申込を調整する時の目安となる地域。少なくとも市町村が定める

日常生活圏域内は含めることが適当。 

(7) サービス利用にあたっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

※消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画やその計画に基づく消防業務等の実施

の概要 

(10)虐待防止のための措置に関する事項 ⇒ R6.4.1 より義務化（R6.3.31 まで努力義務） 

※虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又

は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

(11)その他運営に関する重要事項 

※(11)の「その他運営に関する重要事項」として、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくこと

が望ましい。 

 

勤務体制の確保等  

【小多機：基準第 30 条（準用 88 条）】【予防：基準第 28 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 30 条（準用 182 条）】 

(1) 利用者に対し適切なサービスが提供できるよう、事業所毎に、従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。 

※月ごとの勤務表を作成し、次の内容を明確にする。 

・従業者の日々の勤務時間 

・常勤・非常勤の別 

・専従の看護職員、介護職員、計画作成担当者の配置、管理者との兼務関係等 

(2) 事業所ごとに当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

  ⇒調理・洗濯等は第三者への委託でも構わない。 

(3) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、事業者は全

ての従業者（看護師、准看護師、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護基礎研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。⇒ R6.4.1 より義務化（R6.3.31 まで努力義務） 

※事業所内の研修及び外部での研修の機会を確保し、特定の職員に限らず、事業所の全職員に研修

の機会が確保されるようにすること。 

(4) 事業者は、適切なサービスを提供する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な

関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
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定員の遵守  

【小多機：基準第 82 条】【予防：基準第 58 条】【看多機：基準第 82 条（準用 182 条）】 

(1) 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービスの提供をしてはなら

ない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の態様や希望等により特に必要

と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災

害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

【特に必要と認められる場合の例】 

・登録者の介護者が急病等のため、急遽、事業所において通いサービスを提供したことにより、当

該登録者が利用した時間帯における利用者数が定員を超える場合。 

・事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供したことによ

り、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合。 

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービス利用者数が定員を超え

る場合。 

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合。（※その都度、お尋ねください。） 

 ※「一時的」とは、上記の必要と認められる事情が終了するまでの期間 

(2) 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情によりそ

の地域におけるサービスの効率的運営に必要であると唐津市が認めた場合は、事業者は唐津市が

認めた日から介護保険事業計画の終期まで（唐津市が次期の介護保険事業計画を作成するに当た

って、新規に代替サービスを整備するよりも既存の小規模多機能型居宅介護事業所を活用するこ

とがより効率的であると認めた場合にあっては、時期の介護保険事業計画の終期まで）に限り、

登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービスの提供を行うことが

できる。 

※人員及び設備に関する基準を満たしていることが必要 

 

業務継続計画の策定等 【小多機：基準第 3 条の 30 の 2（準用 88 条）】【予防：基準第 28 条の 2（準用 64 条）】【看

多機：基準第 3 条の 30 の 2（準用 182 条）】 

(1) 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

  ⇒R6.4.1 より義務化（R6.3.31 まで努力義務） 

(2) 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的（年１回以上）に実施しなければならない。 

※新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましい。 

※研修内容は記録すること。 

(3) 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 
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非常災害対策 【小多機：基準第 82 条の 2】【予防：基準第 58 条の 2】【看多機：基準第 82 条の 2（準用 182 条）】 

(1) 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行わなければならない。  

(2) 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めな

ければならない。 

※「非常災害に関する具体的計画」とは、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計

画をいう。 

※火災等の災害時に地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員へ周知するととも

に、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえる

ような体制づくりが必要。 

 

衛生管理等  

【小多機：基準第 33 条（準用 88 条）】【予防：基準第 31 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 33 条（準用 182 条）】 

(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水について、衛生的な管理に努め、又は衛生

上必要な措置を講じなければならない。 

①食中毒や感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言や指導を求

めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

②特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、国か

らの通知に基づき、適切な措置を講じること 

③空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

(2) 事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 ⇒ R6.4.1 より義務化（R6.3.31 まで努力義務） 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（オンラインでの開

催も可）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図

ること。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。 

  指針には、平常時の対策と発生時の対応を規定すること 

  【平常時の対策】 

   ・事業所内の衛生管理（環境の整備等） 

・ケアに係る感染対策（手洗い、標準的な予防策）等 

  【発生時の対応】 

   ・発生状況の把握 

   ・感染拡大の防止 

   ・医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携 

   ・行政等への報告等  

   ・発生時における事業所内の連絡体制や上記関係機関への連絡体制 



 

- 37 - 

 

③事業所において、従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練（それぞれ年

１回以上）を定期的に実施すること。 

  ※新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましい。 

※研修内容は記録すること。 

 

協力医療機関等 【小多機：基準第 83 条】【予防：基準第 59 条】【看多機：基準第 83 条（準用 182 条）】 

(1) 主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療

機関を定めておかなければならない。 

(2) あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 ※協力医療機関及び協力歯科医療機関は事業所から近距離にあることが望ましい。 

(3) サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護保健施

設、介護医療院、病院等との間に連携及び支援の体制を整えなければならない。 

※利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関等と

の間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

 

掲示  

【小多機：基準第 3 条の 32（準用 88 条）】【予防：基準第 32 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 32（準用 182 条）】 

(1) 事業者は、事業所の見やすい場所（※１）に、運営規程の概要、従業者の勤務体制（※２）、事

故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実

施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）などの利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項重要事項を掲示しなければならない。 

・見やすい場所（※１）：利用者又はその家族に対して見やすい場所 

・勤務体制（※２）：職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の

氏名までの掲示は求めない。 

(2) 事業者は、(1)に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、(1)の規定による掲示に代えることができる。 

(3) 事業者は、原則として、(1)に規定する重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

  ※ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。 

  ⇒ウェブサイトへの掲載は R7.4.1 から適用 

 

秘密保持等  

【小多機：基準第 3 条の 33（準用 88 条）】【予防：基準第 33 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 33（準用 182 条）】 

(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

(2) 事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

※個人情報に関する守秘義務について、従業者の雇用契約時に取り決め、違約金を定める等の必要

な措置を講じること。 
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(3) サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家

族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならな

い。 

※サービス提供前に利用者及びその家族から文書により包括的な同意を得ておくこと。 

 

広告  

【小多機：基準第 3 条の 34（準用 88 条）】【予防：基準第 34 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 34（準用 182 条）】 

事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっては

ならない。 

 

居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止  

【小多機：基準第 3 条の 35（準用 88 条）】【予防：基準第 35 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 35（準用 182 条）】 

事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利

用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

苦情処理  

【小多機：基準第 3 条の 36（準用 88 条）】【予防：基準第 36 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 36（準用 182 条）】 

(1) 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置（※１）を講じなければならない。 

 【必要な措置（※１）とは】 

具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に

苦情に対する対応の内容についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイ

トに掲載することなど 

(2) 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

※苦情の受付日やその内容等を記録し、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であ

るとの認識に立ち、苦情内容を踏まえて、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと。な

お、苦情の内容等に関する記録は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

(3) 提供したサービスに関し、介護保険法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出

若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用者からの苦

情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

(4) 市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

(5) 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第

176 条の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

(6) 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連

合会に報告しなければならない。 
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調査への協力等 【小多機：基準第 84 条】【予防：基準第 60 条】【看多機：基準第 84 条（準用 182 条）】 

(1) 利用者からの苦情がない場合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、事業者は、

市町村の行う調査に協力し、市町村の指導・助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

(2) 市町村は、妥当適切なサービスが行われているか確認するため、定期的又は随時に調査を行い、

基準を満たさない点などを把握した場合には、相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行

うなど適切に対応する。 

(3) 事業者は、市町村の求めに応じ、当該事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者及び介護支援

専門員等の資格や研修の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出するものとす

る。さらに事業者は、当該情報について自ら一般に公表するよう努めるものとする。 

 

地域との連携 

 【小多機：基準第 34 条（準用 88 条）】【予防：基準第 39 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 34 条（準用 182 条）】 

(1) 運営推進会議を開催すること 

  ①開催頻度：おおむね 2月に 1回以上 

  ②構 成 員：利用者、その家族、地域住民の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの 

        職員、（看護）小規模多機能型居宅介護に知見を有する者等 

  ③会議の内容：通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議に 

        よる評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く。 

  ④留意事項 

・オンライン開催も可。ただし、利用者又はその家族が参加する場合は、オンラインでの開催で

の同意を当該利用者等から得ること。   

   ・サービスの内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の抱え込みを防止し、地域

に開かれたサービスとすることでサービスの質の確保を図る。 

・グループホーム併設の場合は、１つの運営推進会議で両事業所の評価等を行うことも可。 

(2) 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等について記録を作成し、当該記録を公表すること。 

なお、その記録は、その完結日から２年間保存すること。 

(3) 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図ること。 

(4) 事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派

遣する者が相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努めなければな

らない。 

(5) 当該事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合に

は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても（看護）小規模多機能型居宅介護の提供を行う

よう努めなければならない。 

 

Ｑ＆Ａ（令和 18 年 5 月 2 日） 

（問） 運営推進会議はおおむね 2月に 1回開催とされているが、定期開催は必須か。 

（答） 必須である。 
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Ｑ＆Ａ（令和 18 年 9 月 4 日） 

（問） 運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は

地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、

これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。 

 また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等）」、「地域住民の代表者(民

生委員等）」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。 

（答） 1 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に

対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより､事業所による利用者の｢抱え

込み｣を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ地域に開かれたサービスとする

ことで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり､原則として、上

記の者を構成員とする必要がある。 

2 「利用者の家族」については､利用者の家族として事業運営を評価し、必要な要望等を行う

ものであり､利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立揚が異なる

ことから、兼務することは想定していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」

との兼務は あり得ると考えられる。 

  

 

居住機能を担う併設施設等への入居  

【小多機：基準第 86 条】【予防：基準第 62 条】【看多機：基準第 86 条（準用 182 条）】 

可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用

者が施設等への入所等を希望した場合は、円滑に入所が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

 

★自己評価について 

 

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、

各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、運営推進会議におい

て第三者の観点からサービスの評価（外部評価）をおこなうこととし、実施にあたっては以下の点に留意

すること。 

 

イ 自己評価は、①事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、②その上

で他の従業者の振り返り結果を従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる

取組等について話し合いを行うことにより、事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題

意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。 

 

ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業所で提供さ

れているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、市町村職員、地域住民の代表者

等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要である。 



 

- 41 - 

 

ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援セ

ンター職員、（看護）小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が

必要であること。 

 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービスの情

報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

 

ホ 小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方については、平成２５年度老人

保健健康増進等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事

業」（特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会）を参考に行うものとし、サービス

の改善及び質の向上に資する適切な手法により行うこと。 

 

事故発生時の対応  

【小多機：基準第 3 条の 38（準用 88 条）】【予防：基準第 37 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 38（準用 182 条）】 

(1) 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、利用

者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

【事故報告書の様式は唐津市ホームページに掲載】 

 トップページ＞分類でさがす＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者＞介護保険サービ

ス事業者などの事故報告 

※事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。 

(2) 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。なお、事故の状況及

び事故に際して採った処置に関する記録は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

(3) 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

※速やかに賠償するため、損害賠償保険に加入するか、賠償資力を有することが望ましい。 

※事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生防止策を講じること。 

 

虐待の防止 【小多機：基準第 3 条の 38 の 2（準用 88 条）】【予防：基準第 37 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条

の 38 の 2（準用 182 条）】 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

⇒ R6.4.1 より義務化（R6.3.31 まで努力義務） 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的（年１回以上：佐賀県通知による）に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

【委員会において検討する事項】 

① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
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③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

④ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

⑤ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に

関すること 

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関するこ

と 

⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。 

【指針に盛り込む項目】 

① 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

② 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

③ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

④ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

⑤ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

⑥ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

⑦ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

⑧ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

⑨ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

(3) 虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施すること。 

 新規採用時には、必ず虐待の防止のための研修を実施すること。 

(4) (1)～(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

参考「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」 ⇒ 25 ページ 

 

会計の区分  

【小多機：基準第 3 条の 39（準用 88 条）】【予防：基準第 38 条（準用 64 条）】【看多機：基準第 3 条の 39（準用 182 条）】 

(1) 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、（看護）小規模多機能型居宅介護の事業の会

計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

(2) 具体的な会計処理の方法については、別に通知された「介護保険の給付対象事業における会計の

区分について」を参考として適切に行うこと。 

 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会の設置  

【小多機：基準第 86 条の 2】【予防：基準第 62 条の 2】【看多機：基準第 86 条の 2（準用 182 条）】 

事業者は、当該事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資

する取組の促進を図るため、当該事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

※令和 9 年 4 月 1 日より義務化（令和 9 年 3 月 31 日までは努力義務） 
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記録の整備 【小多機：基準第 87 条】【予防：基準第 39 条】【看多機：基準第 181 条】 

(1) 事業者は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

(2) 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から

２年間保存しなければならない。  

【小規模多機能型居宅介護において整備する記録】 

① 居宅サービス計画 

② 小規模多機能型居宅介護計画 

③ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

④ 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

⑤ 利用者が下記に該当する場合の、市町村への通知に係る記録 

・正当な理由なく、サービス利用に関する指示に従わないことで、要介護等状態の程度を増進

させたとき 

・偽りその他の不正な行為で保険給付を受け又は受けようとしたとき 

⑥ 苦情の内容等の記録 

⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑧ 運営推進会議での報告、評価、要望、助言等の記録 

【看護小規模多機能型居宅介護において整備する記録】 

① 居宅サービス計画 

② 看護小規模多機能型居宅介護計画 

③ 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

④ 主治の医師による指示の文書 

⑤ 看護小規模多機能型居宅介護報告書 

⑥ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑦ 利用者が下記に該当する場合の、市町村への通知に係る記録 

・正当な理由なく、サービス利用に関する指示に従わないことで、要介護等状態の程度を増進

させたとき 

・偽りその他の不正な行為で保険給付を受け又は受けようとしたとき 

⑧ 苦情の内容等の記録 

⑨ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑩ 運営推進会議での報告、評価、要望、助言等の記録 

 (3) 自己評価及び外部評価の記録は、記録を完了した日から２年間保存しなければならない。 
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【従業者の員数、勤務体制の確保】 

・管理者が介護支援専門員と介護職員を兼務しているが、勤務表上で管理者としての勤務時間が位置づ

けられていないなど、兼務の状況が不明瞭である。 

・勤務体制表について、訪問担当者の勤務時間が不明確で人員基準を満たしているか確認できない。 

・夜間及び深夜の時間帯の設定が明確にされていない。 

・施設内での勉強会の実施が少なく、また外部研修への参加が少ないなど、従業者の研修の機会が十分

に確保されていない。 

 

【従業者の健康管理】 

・従業者の健康診断が行われていないものや検査結果に対する対応が不十分なものが目立つ。 

・夜勤従業者について、6 か月以内に 1 回の健康診断を行っていない。 

【事故発生時の対応】 

・事故等により、病院受診をしている利用者がいるが、市に事故報告書の提出がされていない。 

 

【（看護）小規模多機能型居宅介護の計画作成】 

・認知症自立度Ⅲ以上の利用者が同意署名した計画書があり、十分に理解が得られたとは言い難いもの

がある。 

・月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接した記録が残されていないものがある。 

・支援経過が残されておらず、適切に事務が進められているか確認ができない。 

・准看護師により、看護小規模多機能型居宅介護報告書が出されているものがある。 

 

【衛生管理等】 

・マニュアルは作成はされているが、発生時の報告体制がない等、内容が不十分である。 

 

【高齢者虐待防止】 

・マニュアルは作成されているが、発見時の通報・報告体制がない等、内容が不十分である。 

 

【掲示】 

・事業所の見やすい場所に、運営規程の概要・従業者の勤務の体制が掲示されていない。 

 

【地域との連携等】 

・運営推進会議の議事録等は作成されているが、公表されていない。 

 

【秘密保持等】 

・従業者から秘密保持に関する誓約書が取られていない。 

実地指導等での指摘事項 
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サービス種類相互の算定関係 

 

利用者等が左に掲げるサービスを受けている間は、右に掲げるサービスは算定しない。 

認知症対応型共同生活介

護 

居宅療養管理指導費を除くその他の居宅サービス、地域密着型サービス 

※認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合、事業者の費用負担

により提供。 

小規模多機能型居宅介護 
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く

居宅サービス・地域密着型サービス 

認知症対応型通所介護 

①特定施設入居者生活介護 

②小規模多機能型居宅介護 

③認知症対応型共同生活介護 

④地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑥看護小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅

介護 

訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く居宅サー

ビス・地域密着型サービス 

 

 

 

「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するＱ＆Ａ 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/in

dex.html 

 

 

「介護と医療の関係」 

平成２４年３月３０日 保医発０３３０第１０号 

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等につ

いて」の一部改正について 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken

15/dl/tuuchi-h24-0330-10.pdf 

 Ⅲ 介護報酬算定に関する基準 



 

- 46 - 

 

第１ 小規模多機能型居宅介護費の基本報酬の算定について 
 

○（介護予防）小規模多機能型居宅介護費 

 

要介護度 

要支援度 

イ 小規模多機能型居宅介護 

ロ 短期利用居宅介護費 (1)同一建物に居住する 

者以外に対して 

(2)同一建物に居住する  

  者に対して 

要支援 1 3,450 単位/月 3,109 単位/月 424 単位/日 

要支援 2 6,972 単位/月 6,281 単位/月 531 単位/日 

要介護 1 10,458 単位/月 9,423 単位/月 572 単位/日 

要介護 2 15,370 単位/月 13,849 単位/月 640 単位/日 

要介護 3 22,359 単位/月 20,144 単位/月 709 単位/日 

要介護 4 24,677 単位/月 22,233 単位/月 777 単位/日 

要介護 5 27,209 単位/月 24,516 単位/月 843 単位/日 

 

イ 小規模多機能型居宅介護費の算定について 

【月額報酬】 

・小規模多機能型居宅介護費は当該事業所へ登録した者について、登録者の要介護状態区分に応じ

て、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。 

【日割り計算】 

・月途中から登録した場合、登録日から当該月の末日までに対応した単位数を算定する。 

・月途中から登録を修了した場合、当該月の初日から登録終了日までに対応した単位数を算定す

る。  

・月途中から当該事業所と同一建物に転居した場合又は月途中から当該事業所と同一建物から同一

建物ではない建物に転居した場合には、居住していた期間に対応した単位数を算定すること。 

【登録日】 

 ・登 録 日 ⇒ 利用者が、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 

          ※利用者が利用契約を結んだ日ではないことに注意すること。 

 ・登録終了日 ⇒ 利用者が事業者との間の利用契約を修了した日 

【同一建物】 

・当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を指すもの。 

 ・具体的には、当該建物の１階部分に小規模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該建物と渡り

廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場

合は該当しない。 

 ・ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該小規模多機能型居宅介護事

業者と異なる場合であっても該当する。 
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ロ 短期利用居宅介護費 

厚生労働大臣が定める基準【H27.3.23 厚生労働省告示第 95 号 最終改正 R6.7.29】 

第５４条 短期利用居宅介護を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の基準 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、

緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護

支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定小規模多機能型

居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。 

ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病

等やむを得ない事情がある場合は１４日以内）の利用期間を定めること。 

ハ 基準に定める従業者の員数を置いていること。 

ニ 過少サービスに対する減算を算定していないこと。 

 

解釈通知【平成 18 年 3 月 31 日 老計発第 0331005 号ほか 最終改正 R6.7.2】 

(2) 短期利用介護費について 

①短期利用については、基準を満たす小規模多機能型居宅介護事業所において算定できる。 

②宿泊室を活用できる場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者

の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。 

 

（サービス種類相互の算定関係について） 

・小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）を受けている者については、訪問看護・訪問リハビリテ

ーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く居宅サービス（介護予防含む）並びに地域密着

型サービス（介護予防含む）に係る費用の額の算定はしない。 

・登録者が一の小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを受けている間は、他の小規模多機

能型居宅介護事業所において、介護報酬の算定はできない。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ１～Ｑ４参照 
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第 2 小規模多機能型居宅介護費の減算について 

定員超過利用減算 

次の計算により、当該事業所の登録定員を上回る高齢者を登録させている場合、減算する。 

 

当該１月間（暦月）の全登録者の延数 
＞ 登録定員（小数点以下切り上げ） 

当該月の日数 

 

・対象期間 ： 定員超過利用の発生月の翌月～定員超過利用の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 

※定員超過利用が継続する場合には、その解消に向けて指導を行うが、当該指導に従わず、定員超

過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する。 

 

人員基準欠如減算【看護・介護職員】 

①人員基準上、必要な人数から１割を超えて減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月～人員基準欠如の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×70％で算定 

②１割以内で減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 ※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※従業者に欠員が出た場合だけでなく、病欠の場合も減算になる。 

 

人員基準欠如減算【看護・介護職員以外】 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合も同様に取り扱う 

※著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、登録定員等の見直し、事業所の休止等を

指導することになるが、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取

消しを検討するものとなる。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ５参照 
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人員基準欠如減算【夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当たる介護従業者】 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月 

・対 象 者 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 

【留意事項】 

⑤ 夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如について

は、ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員

について、減算することとする。 

イ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満

たない事態が２日以上連続して発生した場合 

ロ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満

たない事態が４日以上発生した場合 

 

身体的拘束廃止未実施減算 

・次に掲げる措置が講じられていない場合、未実施減算となる。 

①身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録すること 

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その

結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること 

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

④介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的（年２回以上）に実

施すること 

・対象期間 

  減算の事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月

後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告し、事実が生じた月の翌月から改善が認められ

た月までの間とする 

・減算対象者：登録者者全員 

・減 算 方 法：所定単位数×100 分の 1 

・注 意 点：事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、前述の措置が講じていな 

い場合に減算となる。 

⇒ R7.3.31 までは適用しない（経過措置） 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ73～75 参照 
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高齢者虐待防止措置未実施減算 

・次に掲げる措置が講じられていない場合、未実施減算となる。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的（年 1 回以

上）に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること 

②虐待の防止のための指針を整備すること 

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年 1回以上）に実施すること 

④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

・対象期間 

  減算の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から

３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告し、事実が生じた月の翌月から改善が認め

られた月までの間とする 

・減算対象者：登録者者全員 

・減 算 方 法：所定単位数×100 分の 1 

・注 意 点：事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、前述の措置が講じていない場合に 

減算となる。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ６～８参照 
 

 

業務継続計画未策定減算 

・次に掲げる措置が講じられていない場合、未策定減算となる。 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

・対象期間 

  減算の事実が生じた場合、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は

当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月までの間 

・減算対象者：利用者全員 

・減 算 方 法：所定単位数×100 分の 1 

・注 意 点：R7.3.31 までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。（経過措置） 

       ⇒ R7.4.1 以降、業務継続計画が未策定の場合、R6.4.1 まで遡って減算適用となるた

め注意すること。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ９～１０参照 
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サービス提供が過少である場合の減算 

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者（短期

利用者を除く）１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数の１００分の７０に相

当する単位数を算定する。 

 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

・減算対象 ： 登録者全員 

 

※「登録者一人当たりの平均回数」は、歴月ごとに以下の方法で算定した各サービス提供回数の合計

数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、７を乗ずることによ

って算定する。 

①通いサービス：１人の登録者が、１日に複数回利用した場合は、複数回の算定が可能。 

②訪問サービス：１回の訪問を１回と算定する。身体介護に至らない見守り等の訪問でも回数に

含めることができる。 

③宿泊サービス：１泊を１回と算定する。通いサービスに引き続いて宿泊する場合は、それぞれ１

回とし、計２回として算定すること。 

※登録者が以下の場合は、「登録者一人当たりの平均回数」を算定する際の日数から以下の日数 

（控除日数）を控除する。 

・月の途中に利用を開始又は終了した場合は、開始日前日の以前又は終了日翌日以降の日数 

・入院した場合は、入院した日数（入院初日及び退院日は除く） 

 

【計算式】 

通いサービスの回数 ＋ 訪問サービスの回数 ＋ 宿泊サービスの回数 
 × 7 

（各月の日数 × 登録人数） － 控除日数 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ１１～１２参照 
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第３ 小規模多機能型居宅介護費の加算について 

特別地域小規模多機能型居宅介護加算（短期なし）   

注１０ イについて、別に厚生労働大臣が定める地域（※１）に所在し、かつ、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能

型居宅介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所

を除く。）又はその一部として使用される事務所（※２）の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小

規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、１月につき所

定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める地域（※１）】 

①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小川原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別

豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が

著しく困難な地域 

 

【その一部として使用される事業所（※２）】 

  待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。） 

  例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業

所の従業者によるサービスは加算の対象とならず、サテライト事業所の従業者によるサービスは加算

の対象となる。 

  サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所の従業者を明確にし、当

該サテライト事業所から提供した具体的なサービスの内容等の記録を行い、管理すること。 

  

 

中山間地域等における小規模事業所加算  

注１１ 別に厚生労働大臣が定める地域（※３）に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事

業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又は

その一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護

を行った場合は、イについては１月につき、ロについては１日につき、所定単位数の１００分の１０に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

  なお、当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサー

ビスを行うこと。 

 

【別に厚生労働大臣が定める地域（※３）】 

①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（短期なし） 

注１２ イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域（※

４）に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域（指定地域密着型サービス基準第８１条

第６号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った

場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

なお、当該加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基準第７１条第３項に規

定する交通費の支払いを受けることはできない。。 

 

【別に厚生労働大臣が定める地域（※４）】 

①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原

諸島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 

  

 

ハ 初期加算（短期なし） 30 単位 

注 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して 30 日以内の期間に

ついては、初期加算として、1 日につき所定単位数を加算する。30 日を超える病院又は診療所への

入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ１３参照 
 

 

ニ 認知症加算（短期なし） 

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多

機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケアを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、認知症加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について１月につきそれ

ぞれ所定単位数を加算する。ただし、（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかの加算を算定している場合

は、その他の加算は算定しない。 

注２ イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行っ

た場合は、（Ⅲ）及び（Ⅳ）について１月につきそれぞれ所定単位数を加算する。 

 

(1)認知症加算（Ⅰ） ９２０単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（Q17 参照）を、事業所における「日常生活に支

障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」（以下こ

の号において「対象者（※１）」という。）の数が 20 人未満である場合にあっては 1以上、対象者

の数が 20 人以上である場合にあっては 1 に対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すご

とに 1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

②当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定
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期的に開催していること。 

③認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を 1 名以上配置し、事業所全体の認知症

ケアの指導等を実施していること。 

④当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画

に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

 

対象者（※１）：日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指す 

 

(2)認知症加算（Ⅱ） 890 単位 

認知症加算（Ⅰ）の①及び②に掲げる基準に適合すること。 

 

(3)認知症加算（Ⅲ） ７６０単位 

認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対してサービスを提供した

場合、算定することができる。 

 

(4)認知症加算（Ⅳ） ４６０単位 

要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に

対してサービスを提供した場合、算定することができる。 

※日常生活自立度のランクⅡであって、要介護３～５の利用者には算定できない。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ１４～２２参照 
 

 

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（短期利用のみ） 200 単位 

注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に指定小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定小規模多

機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき 

２００単位を所定単位数に加算する。 

【留意事項】 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等

の症状を指す 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用居宅介護費）

が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用

者又は家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合に算定することができる。本

加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 

この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではなく、医療機関における対応が必要であると判断され

る場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けら

れるように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合には、当該加算は算定でき
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ないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期

入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施設入居者

生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行っ

た医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用

者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の短期利用

（短期利用居宅介護費）の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ２３参照 
 

 

ヘ 若年性認知症利用者受入加算（短期なし） ８００単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能

型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合は、

１月につき所定単位数を加算する。ただし、ニ（認知症加算）を算定している場合は、算定しない。 

【留意事項】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニー

ズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ２４～２６参照 
 

 

ト 看護職員配置加算（介護予防、短期なし） 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模

多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１月につきそれぞれ所定単

位数を加算する。ただし、この場合において、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1)看護職員配置加算(Ⅰ) ９００単位 

以下の要件をすべて満たしていること。 

① 専従・常勤の看護師を１名以上配置していること。 

② 利用定員，人員基準に適合していること。 
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(2)看護職員配置加算(Ⅱ) ７００単位 

以下の要件をすべて満たしていること。 

① 専従・常勤の准看護師を１名以上配置していること。 

② 利用定員，人員基準に適合していること。 

 

(3)看護職員配置加算(Ⅲ) ４８０単位 

以下の要件をすべて満たしていること。 

① 看護職員を常勤換算方法で１名以上配置していること。 

② 利用定員，人員基準に適合していること。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ２７～２８参照 
 

 

チ 看取り連携体制加算（介護予防、短期なし） ６４単位 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準（※１）に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（※２）

について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び

死亡日以前３０日以下について１日につき６４単位を死亡月に加算する。ただし、この場合において、

看護職員配置加算（Ⅰ）を算定していない場合は、算定しない。 

 

【別に厚生労働大臣が定める施設基準（※１）】 

次に掲げるいずれの基準にも適合する施設 

①看護師により２４時間連絡できる体制を確保していること。 

②看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対応方

針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

【別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（※２）】 

次に掲げるいずれの基準にも適合する利用者 

①医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者。 

②看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員

等から介護記録等入所者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意し

た上でサービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている

者を含む。）。 

 

【留意事項】 

① 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体制をＰＤＣＡサ

イクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第 39 号に定める基準に適合する登録者が

死亡した場合に、死亡日を含めて 30 日を上限として、小規模多機能型居宅介護事業所において行った
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看取り期における取組を評価するものである。 

なお、登録者の自宅で介護を受ける場合又は小規模多機能型居宅介護事業所において介護を受ける

場合のいずれについても算定が可能である。 

また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、

当該小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の翌日から死

亡日までの間は、算定することができない。（したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が

30 日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない。） 

② 「24 時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間においても

小規模多機能型居宅介護事業所から連絡でき、必要な場合には小規模多機能型居宅介護事業所からの

緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。 

③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における

対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含

むこととする。 

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

イ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時に対応を含む。） 

ウ 登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

エ 登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

オ その他職員の具体的対応等 

④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返る等により、

看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを

行う。 

⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種

連携のための情報共有を行うこと。 

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて登録者及び家族の意向を把握し、それに基

づくアセスメント及び対応の経過の記録 

⑥ 登録者の看取りに関する理解を支援するため、登録者の状態又は家族の求め等に応じ随時、介護記録

等その他の登録者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、登録者等に理解

しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。 

⑦ 小規模多機能型居宅介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能

であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、登録者側にとっては、小規模多機能

型居宅介護の登録を終了した翌月についても自己負担を請求されることになるため、登録者が入院す

る際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行

う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑧ 小規模多機能型居宅介護事業所は、入院の後も、継続して登録者の家族や入院先の医療機関等との継

続的な関わりを持つことが必要である。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたとき

に、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人又は家族に対
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して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録に

その説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合

も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期における登録者に対する介

護の内容について相談し、共同して介護を行っており、家族に対する情報提供を行っている場合には、

看取り連携体制加算の算定は可能である。 

この場合には、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員

間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載して

おくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連

絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

⑩ 小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室等において看取りを行う際には、プライバシーの確保及び

家族への配慮について十分留意することが必要である。 

⑪ 看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・

ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方

針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ２９～３２参照 
 

 

リ 訪問体制強化加算（介護予防、短期なし） １，０００単位 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規

模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居

宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、１月につき所定単位数を加算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める基準（※１）】 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置していること。 

② 算定日が属する月の提供回数について、延べ訪問回数が１月当たり２００回以上であること。

ただし、事業所と同一の建物に集合住宅を併設する場合は、登録者の総数のうち「同一建物に居

住する者以外の者」の占める割合が５０％以上であって、かつ、「同一建物に居住する者以外の

者」に対する述べ訪問回数が１月当たり２００回以上であること。 

 

【留意事項】 

① 訪問体制強化加算は、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置する指定小規模多機能

型居宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が１

月当たり延べ２００回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当
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該訪問サービスの内容を記録しておくこと。 

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければ

ならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算

定が可能である。 

③ 「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、５(３)①ロと同様の方法に従って算定するものとする。

なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しないため、小規模多機能型居宅介護

の登録者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

※５(３)①ロ・・・１回の訪問を１回と算定する。なお、小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身

体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サー

ビスの回数に含めて差し支えない。 

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、各月の前月の末日時点（新た

に事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）日）における登録者のうち同一建物

居住者以外の者（「小規模多機能型居宅介護費のイ⑴を算定する者」をいう。以下同じ。）の占める割合

が５０％以上であって、かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するものとする。ただし、③につい

ては、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ３３～３７参照 
 

 

ヌ 総合マネジメント体制強化加算（短期なし） 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機

能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1)総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) １，２００単位 

以下の要件をすべて満たしていること。 

① 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護

職員（計画作成担当者）や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること 

② 利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、

利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること 

③ 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること 

④ 必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）

が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 

⑤ 事業所の特性に応じて、以下のいずれかの要件を１つ以上実施していること 

 ア 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っ

ていること 
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 イ 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点

となっていること 

 ウ 地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること 

エ 市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加してい

ること。 

 

(2)総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) ８００単位 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）の①及び②に掲げる要件に適合すること 

 

＜地域の行事や活動の例＞ 

・登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談への対応 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起し、地域住民や市町

村等とともに解決する取組（行政や地域包括支援センターが開催する地域での会議への参加、町内会や

自治会の活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみの関係がある地域住民や商店等

との関わり、地域の行事への参加等） 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ３８～４２参照 
 

 

ル 生活機能向上連携加算 

 

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位 

注１ 介護支援専門員が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業

所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、

当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の

当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

 

（２）生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位  

注２ 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用

者の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的

とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士と連携し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅

介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降３

月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、（Ⅰ）を算定している場合は、算定しない。 
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【留意事項】 

① 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

 イ 「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」とは、利用者の日常生活において介

助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々

の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可

能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する指定小規模多機能型居宅介護の内

容を定めたものでなければならない。 

ロ イの小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっ

ては、認可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所

が存在しないものに限る。以下２において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師

（以下２において「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行

する又は当該理学療法士等及び計画作成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレ

ンス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第 13

条第９号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。）を行い、当該利用者のＡＤ

Ｌ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、

金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成責任者が共同して、

現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リ

ハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医

療施設若しくは介護医療院である。 

ハ イの小規模多機能型居宅介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の

日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見

も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上に

つながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本

的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的

な指標を用いて設定すること。 

ホ 小規模多機能型居宅介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定小規模多機能型居宅

介護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標として

座位の保持時間）」を設定。 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５分間の座

位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付き添
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いを行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の介

助を行う。 

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添い、必

要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定小規模多機能型居宅介護提供時以外のポータ

ブルトイレの利用状況等について確認を行う）。 

へ 本加算はロの評価に基づき、イの小規模多機能型居宅介護計画に基づき提供された初回の指定小

規模多機能型居宅介護の提供日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を

超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき小規模多機能型居宅介護計画を見

直す必要があること。なお、当該３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通

所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であるこ

と。 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報

告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

 

② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、へ及びトを除き①を適用する。本加算は、理学療法

士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計

画作成責任者に助言を行い、計画作成責任者が、助言に基づき①イの小規模多機能型居宅介護計画を

作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療

法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 

ａ ①イの小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ

及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテー

ション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は指

定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成責任者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電

話を用いて把握した上で、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成責任者に助言を行

うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤ

Ｌ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等

と計画作成責任者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成責任者は、ａの助言に基づき、生活機能アセ

スメントを行った上で、①イの小規模多機能型居宅介護計画の作成を行うこと。なお、①イの小規

模多機能型居宅介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの小規模多機能型居宅介護計画に基づき指定小規模多機能型居宅介護を提供し

た初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき小規模多機能型居宅介護計画

を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により小規模多

機能型居宅介護計画を見直した場合を除き、①イの小規模多機能型居宅介護計画に基づき指定小

規模多機能型居宅介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 
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ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再度ａ

の助言に基づき小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ４３参照 
 

 

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算（短期なし）  ２０単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合する事業所の従業者が、利用開始時及

び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行

った場合に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既

に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

 

別に厚生労働大臣が定める基準（※１） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

イ 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の

口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合に

あっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい

ること。 

ロ 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を

含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ハ 通所介護費等算定方法（定員超過、人員基準欠如）に規定する基準に該当しないこと。 

 

【留意事項】 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリー

ニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者

ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職員等は、利

用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲

げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成

18 年 6 月 9日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの 

№11 の項目が「１」に該当する者 
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ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

  

 

ワ 科学的介護推進体制加算（短期利用は無し） ４０単位 

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用す

る方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居

宅介護事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき４０単位を

所定単位数に加算する。 

(1) 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る

基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

(2) 必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たって、(1)に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するため

に必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項】 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに加算の要件を満た

した場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等につ

いては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、ＰＤＣＡサイクルにより、質

の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具

体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、

本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス

計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資す

る介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性や

サービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更

なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ４４～４９参照 
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カ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事

業所において、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1) 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に

確認していること。 

① 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）

を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

② 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

③ 介護機器の定期的な点検 

④ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

(2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減

に関する実績があること。 

(3) 介護機器を複数種類活用していること。 

(4) (1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並び

に負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組

の実施を定期的に確認すること。 

(5) 事業年度ごとに(1)、(3)及び(4)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

 

(2) 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の(1)の基準に適合していること。 

(2) 介護機器を活用していること。 

(3) 事業年度ごとに(2)及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の(1)の取組に関する実績を厚生労働省に

報告すること。 

生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知「生産性向上推進体制加算に関する基本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」（令和 6年 3月 15 日老高発 0315 第 4 号厚生労

働省老健局高齢者支援課長通知）を参照。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ５０参照 
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ヨ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事

業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、イについては１月につき、ロについては１日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イ：７５０単位   ロ：2５単位（短期） 

次の要件をすべて満たしていること。 

(1) すべての従業者に対し、個別の研修計画を作成し、研修（外部研修を含む。）を実施又は実施を

予定していること。 

(2) 利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項の伝達、従業者の技術指導を目的と

した会議を定期的に開催していること。 

(3) 次のいずれかに適合すること。 

①当該事業所の従業者（看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

７０％以上であること。 

②当該事業所の従業者（看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福

祉士の占める割合が２５％以上であること。 

(4) 利用定員、人員基準に適合していること。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) イ：６４０単位 ロ：２１単位（短期） 

次の要件をすべて満たしていること。 

(1) 当該事業所の従業者（看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

５０％以上であること。 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の(1)、(2)及び(4)の基準を満たしていること。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) イ：３５０単位 ロ：１２単位／（短期） 

次の要件をすべて満たしていること。 

(1) 次のいずれかに適合すること。 

①当該事業所の従業者（看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

４０％以上であること。 

 ②当該事業所の従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が６０％以上であること。 

 ③当該事業所の従業者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％以上であるこ

と。 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の(1)、(2)及び(4)の基準を満たしていること。 
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【留意事項】 

①研修について 

個別の研修計画については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容と当

該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内

容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

②利用者に関する情報若しくは留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議 

・当該事業所の従業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一

堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。 

・会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 

・「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

・会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

※「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる

事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

ⅰ 利用者のＡＤＬや意欲 

ⅱ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

ⅲ 家庭環境 

ⅳ 前回のサービス提供時の状況 

ⅴ その他サービス提供に当たって必要な事項 

③職員の割合の算出について 

・常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いること。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることと

する。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能と

なる。 

・介護福祉士は、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とする。 

・ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月

継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものと

し、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出（※１）を提出しなければならない。 

④勤続年数について 

 ・勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護

サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務し

た年数を含めることができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当

該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合

には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じ

であったとしても、通算はできない。 
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※１ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

・事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなる

ことが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ること。また、この場合は、加算等が算定されなく

なった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。 

・届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不

当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消し

をもって対処する。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ５１～５４参照 
 

 

介護職員等処遇改善加算（新） 

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、利用者に対し、サービスを行った場合は、所定

単位数に加算する。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位に１４.９％を乗じて算定 

   留意事項①～⑧の全てを満たすこと。 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位に１４.６％を乗じて算定 

   留意事項①～⑥及び⑧を満たすこと。 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位に１３.４％を乗じて算定 

   留意事項①～⑤及び⑧を満たすこと。 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位に１０.６％を乗じて算定 

   留意事項①～➃及び⑧を満たすこと。 

※ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）は令和７年３月末で廃止 

 

【留意事項】 

① 月額賃金改善要件Ⅰ 

新加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を、月給（基本給又は決まって毎月支払われる手当）の改善

に充てる。 

② 月額賃金改善要件Ⅱ 

   旧ベースアップ等加算を算定していない事業所の場合、前年度と比較して、旧ベースアップ等加算

相当の加算額の３分の２以上の新たな基本給等の改善（月給の引上げ）を行う。令和６年５月以前に

旧３加算を算定していなかった事業所は、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。 

③ キャリアパス要件Ⅰ 

(1) 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること。 

(2) (1)掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること。 

(3) (1)及び(2)ついて、就業規則等の根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知しているこ

と。常時雇用する者の数が１０人未満の事業所は、就業規則に代えて内規でも差し支えない。 

④ キャリアパス要件Ⅱ 

   次の(1)及び(2)を満たすこと。 
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(1) 介護職員について、資質向上の目標及び、a又は bに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、

当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

   a 研修機会の提供又は技術指導等（OJT 等）の実施、介護職員の能力評価 

   b 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等） 

(2) (1)について、全ての介護職員に周知していること。 

⑤ キャリアパス要件Ⅲ 

   次の(1)及び(2)を満たすこと。 

(1) 介護職員について、以下のいずれかの仕組みを整備すること。 

   a 経験に応じて昇給する仕組み 

   b 資格等に応じて昇給する仕組み 

   c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

(2) (1)の内容について、就業規則等の根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。 

⑥ キャリアパス要件Ⅳ 

   経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額４４０万円以上であるこ

と。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合や職員全体の賃金水準が低い事業所など

で直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合は適用が免除される。 

⑦ キャリアパス要件Ⅴ 

   サービス提供体制強化加算Ⅰ、Ⅱを算定していること。 

⑧ 職場環境等要件 

   次の表に掲げる処遇改善の取組を実施すること。その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、各区

分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上（うち⑰又は⑱は必須））実施すること。新加算

Ⅲ又はⅣを算定する場合は、各区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）実施すること。 
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職場環境等要件 

 

 

○タ 介護職員処遇改善加算 

【基準】 

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場

合は、令和６年５月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

イからヨまでにより算定した単位数の１０．２％に相当する単位数 

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

イからヨまでにより算定した単位数の７．４％に相当する単位数 

(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

   イからヨまでにより算定した単位数の４．１％に相当する単位数 

 

 

○レ 介護職員等特定処遇改善加算 

【基準】 

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、それ以外の介護職員等特定処遇改善加算を

算定しない。 
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第 4 看護小規模多機能型居宅介護費の基本報酬の算定について 

 

○ 看護小規模多機能型居宅介護費 

 

要介護度 

要支援度 

イ 看護小規模多機能型居宅介護 

ロ 短期利用居宅介護費 (1)同一建物に居住する 

者以外に対して 

(2)同一建物に居住する  

  者に対して 

要介護 1 12,447 単位/月 11,214 単位/月 571 単位/日 

要介護 2 17,415 単位/月 15,691 単位/月 638 単位/日 

要介護 3 24,481 単位/月 22,057 単位/月 706 単位/日 

要介護 4 27,766 単位/月 25,017 単位/月 773 単位/日 

要介護 5 31,408 単位/月 28,298 単位/月 839 単位/日 

 

イ 看護小規模多機能型居宅介護費の算定について 

【月額報酬】 

・看護小規模多機能型居宅介護費は当該事業所へ登録した者について、登録者の要介護状態区分に

応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。 

【日割り計算】 

・月途中から登録した場合、登録日から当該月の末日までに対応した単位数を算定する。 

・月途中から登録を修了した場合、当該月の初日から登録終了日までに対応した単位数を算定す

る。  

・月途中から当該事業所と同一建物に転居した場合又は月途中から当該事業所と同一建物から同一

建物ではない建物に転居した場合には、居住していた期間に対応した単位数を算定すること。 

【登録日】 

 ・登 録 日 ⇒ 利用者が、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 

          ※利用者が利用契約を結んだ日ではないことに注意すること。 

 ・登録終了日 ⇒ 利用者が事業者との間の利用契約を修了した日 

【同一建物】 

・当該看護小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を指すもの。 

 ・具体的には、当該建物の１階部分に看護小規模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該建物と

渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接す

る場合は該当しない。 

 ・ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該看護小規模多機能型居宅介

護事業者と異なる場合であっても該当する。 
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ロ 短期利用居宅介護費 

厚生労働大臣が定める基準【H27.3.23 厚生労働省告示第 95 号 最終改正 R6.7.29】 

第５４条 短期利用居宅介護を算定すべき指定看護小規模多機能型居宅介護の基準（準用） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、

緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

介護支援専門員が、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定看護小

規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。 

ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病

等やむを得ない事情がある場合は１４日以内）の利用期間を定めること。 

ハ 基準に定める従業者の員数を置いていること。 

ニ 過少サービスに対する減算を算定していないこと。 

 

解釈通知【平成 18 年 3 月 31 日 老計発第 0331005 号ほか 最終改正 R6.7.2】 

(2) 短期利用介護費について 

①短期利用については、基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護事業所において算定できる。 

②宿泊室を活用できる場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者

の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。 

 

（サービス種類相互の算定関係について） 

・看護小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問リハビリテーション・居宅療養管理

指導・福祉用具貸与を除く居宅サービス並びに地域密着型サービスに係る費用の額の算定はしな

い。 

・登録者が一の看護小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを受けている間は、他の看護小

規模多機能型居宅介護事業所において、介護報酬の算定はできない。 

（看護サービスの指示の有効期間について） 

・看護サービスは、主治の医師による指示若しくは主治の医師の判断に基づいて交付されて指示書の

有効期間内に行われるものである。 

（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の看護サービスの提供について） 

・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による看護サービスは、その看護サービスが看護業務の一

環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに看護サービス

を提供させるという位置付けのものである。 

・なお、言語聴覚士により提供される看護サービスは、あくまで看護業務の一部であることから、言

語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法の規定にかかわらず業とすることができるとされてい

る診療の補助行為（言語聴覚士法第 42 条第１項）に限る。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ１～４参照 
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第５ 看護小規模多機能型居宅介護費の減算について 

定員超過利用減算 

次の計算により、当該事業所の登録定員を上回る高齢者を登録させている場合、減算する。 

 

当該１月間（暦月）の全登録者の延数 
＞ 登録定員（小数点以下切り上げ） 

当該月の日数 

 

・対象期間 ： 定員超過利用の発生月の翌月～定員超過利用の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 

※定員超過利用が継続する場合には、その解消に向けて指導を行うが、当該指導に従わず、定員超

過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する。 

 

人員基準欠如減算【看護・介護職員】 

①人員基準上、必要な人数から１割を超えて減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月～人員基準欠如の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×70％で算定 

②１割以内で減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 ※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※従業者に欠員が出た場合だけでなく、病欠の場合も減算になる。 

 

人員基準欠如減算【看護・介護職員以外】 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合も同様に取り扱う 

※著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、登録定員等の見直し、事業所の休止等を

指導することになるが、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取

消しを検討するものとなる。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ５参照 
 

 



 

- 74 - 

 

人員基準欠如減算【夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当たる介護従業者】 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月 

・対 象 者 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 

【留意事項】 

⑤ 夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如に

ついては、ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等

の全員について、減算することとする。 

イ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満

たない事態が２日以上連続して発生した場合 

ロ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満

たない事態が４日以上発生した場合 

 

身体的拘束廃止未実施減算 

・次に掲げる措置が講じられていない場合、未実施減算となる。 

①身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録すること 

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その

結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること 

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

④介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的（年２回以上）に実

施すること 

・対象期間 

  減算の事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月

後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告し、事実が生じた月の翌月から改善が認められ

た月までの間とする 

・減算対象者：利用者全員 

・減 算 方 法：所定単位数×100 分の 1 

・注 意 点：事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、前述の措置が講じていな 

い場合に減算となる。 

⇒ R7.3.31 までは適用しない（経過措置） 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ73～75 参照 
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高齢者虐待防止措置未実施減算 

・次に掲げる措置が講じられていない場合、未実施減算となる。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的（年 1 回以

上）に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること 

②虐待の防止のための指針を整備すること 

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年 1回以上）に実施すること 

④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

・対象期間 

  減算の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から

３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告し、事実が生じた月の翌月から改善が認め

られた月までの間とする 

・減算対象者：利用者全員 

・減 算 方 法：所定単位数×100 分の 1 

・注 意 点：事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、前述の措置が講じていない場合に 

減算となる。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ６～８参照 
 

 

業務継続計画未策定減算 

・次に掲げる措置が講じられていない場合、未策定減算となる。 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

・対象期間 

  減算の事実が生じた場合、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は

当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月までの間 

・減算対象者：利用者全員 

・減 算 方 法：所定単位数×100 分の 1 

・注 意 点：R7.3.31 までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。（経過措置） 

       ⇒ R7.4.1 以降、業務継続計画が未策定の場合、R6.4.1 まで遡って減算適用となるた

め注意すること。 

報酬に関するＱＡ Ｑ９～１０参照 
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サービス提供が過少である場合の減算 

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、週平均 1 回

に満たない場合又は登録者（短期利用者を除く）１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、

所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。 

 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

・減算対象 ： 登録者全員 

 

※「登録者一人当たりの平均回数」は、歴月ごとに以下の方法で算定した各サービス提供回数の合計

数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、７を乗ずることによ

って算定する。 

①通いサービス：１人の登録者が、１日に複数回利用した場合は、複数回の算定が可能。 

②訪問サービス：１回の訪問を１回と算定する。身体介護に至らない見守り等の訪問でも回数に

含めることができる。また、訪問サービスには訪問看護サービスも含まれる。 

③宿泊サービス：１泊を１回と算定する。通いサービスに引き続いて宿泊する場合は、それぞれ１

回とし、計２回として算定すること。 

※登録者が以下の場合は、「登録者一人当たりの平均回数」を算定する際の日数から以下の日数 

（控除日数）を控除する。 

・月の途中に利用を開始又は終了した場合は、開始日前日の以前又は終了日翌日以降の日数 

・入院した場合は、入院した日数（入院初日及び退院日は除く） 

 

【計算式】 

通いサービスの回数 ＋ 訪問サービスの回数 ＋ 宿泊サービスの回数 
 × 7 

（各月の日数 × 登録人数） － 控除日数 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ１１～１２参照 
 

 

サテライト体制未整備減算 

イについては、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 又は 当該サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、「訪問看護体制減算」における届出をし

ている場合にあっては、サテライト体制未整備減算として、１月につき所定単位数の１００分の９７

に相当する単位数を算定する。 

 

・減算方法 ： 所定単位数×97％で算定 

・減算対象 ： 登録者全員 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ５５参照 
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訪問看護体制減算 

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所については、訪問看護体制減算として、要介護区分が 

・要介護１～３の者については１月につきに９２５単位を、 

・要介護４である者については１月につき１，８５０単位を、 

・要介護５である者については１月につき２，９１４単位を所定単位数から減算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める基準（※１）】 

次のいずれにも適合すること。 

 イ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者（短期利用を除く。以下同じ。）の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを

提供した利用者の占める割合が１００分の３０未満であること。 

 ロ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が１００分の３０未満で

あること。 

 ハ 算定日の属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が１００分の５未満であること 

 

【留意事項】 

 訪問看護体制減算について 

 ① 大臣基準イの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除し

て、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を算出すること。 

  ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、主治の医師の指示に基づく看護サービスを

提供した実利用者数 

  イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

 ② 大臣基準ロの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除し

て、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を算出すること。 

  ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数 

  イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

 ③ 大臣基準ハの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除し

て、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を算出すること。 

  ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における特別管理加算を算定した実利用者数 

  イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

 ④ ①から③までに規定する実利用者数は前３月間において、当該事業所が提供する看護サービスを

２回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１として数える

こと。そのため、①から③までに規定する割合の算出において、利用者には、当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所を現に利用していない者も含むことに留意すること。 
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   また、算定日が属する月の３月間において複合型サービス費のうち短期利用居宅介護費のみを算

定した者を含まないこと。 

  

 

医療保険の訪問看護を行う場合の減算（末期がん患者等の場合） 

イについては、指定看護小規模多機能高居宅介護を利用しようとする者の主治の医師が、当該者が

末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等（※１）により訪問看護を行う必要がある旨

の指示を行った場合は、要介護状態区分が 

・要介護１～３である者については１月につき９２５単位を、 

・要介護４である者については１月につき１，８５０単位を 

・要介護５である者については１月につき２，９１４単位を所定単位数から減算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める疾病（※１）】 

  多発性硬化症、重傷筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、

進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及

びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重傷度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ

度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及

びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白

質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫

不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

 

【留意事項】 

① 末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（利用者等告示第４号を参照のこと。）の患者

について、医療保険の給付の対象となる訪問看護を行う場合には、所定単位数から減算する。 

② 前記①の場合、月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月途中から医療保険の給付の対象

外となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に応じて単位数を減算する。なお、医療保険の

給付の対象となる期間については、主治の医師による指示に基づくものとする。 

  

 

 

医療保険の訪問看護を行う場合の減算（主治医の特別指示） 

イについては、指定看護小規模多機能高居宅介護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保

健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う

必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に、要介護状態区分が 

・要介護１～３である者については１日につき３０単位を、 

・要介護４である者については１日につき６０単位を、 

・要介護５である者については１日につき９５単位を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。 
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【留意事項】 

③ 利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又は特別指示書

の交付があった場合は、交付の日から 14 日間を限度として医療保険の訪問看護の給付対象となるも

のであり、当該月における当該特別指示の日数に応じて減算する。 

④ 前記③の場合の医療機関における特別指示については、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等

については、診療録に記載しなければならない。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ５６～５７参照 
 

 

第６ 看護小規模多機能型居宅介護費の加算について 

特別地域小規模多機能型居宅介護加算（短期なし）   

注９ イについて、別に厚生労働大臣が定める地域（※１）に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用

する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務

所を除く。）又はその一部として使用される事務所（※２）の看護小規模多機能型居宅介護従業者が

指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算とし

て、１月につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める地域（※１）】 

①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小川原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別

豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が

著しく困難な地域 

 

【その一部として使用される事業所（※２）】 

  待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。） 

  例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業

所の従業者によるサービスは加算の対象とならず、サテライト事業所の従業者によるサービスは加算

の対象となる。 

  サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所の従業者を明確にし、当

該サテライト事業所から提供した具体的なサービスの内容等の記録を行い、管理すること。 

  

 

中山間地域等における小規模事業所加算  

注１０ 別に厚生労働大臣が定める地域（※３）に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）

又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機

能型居宅介護を行った場合は、イについては１月につき、ロについては１日につき、所定単位数の 
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１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

なお、当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービ

スを行うこと。 

 

【別に厚生労働大臣が定める地域（※３）】 

①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 

  

 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（短期なし） 

注１１ イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域

に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域（指定地域密着型サービス基準第１８２条

において準用する第８１条第６号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定看護小

規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。 

なお、当該加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基準第７１条第３項に規

定する交通費の支払いを受けることはできない。 

 

【別に厚生労働大臣が定める地域（※４）】 

①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原

諸島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 

  

 

ハ 初期加算（短期なし） 30 単位 

注 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して３０日以内の

期間については、１日につき所定単位数を加算する。 

３０日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始

した場合も、同様とする。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ１３参照 
 

 

ニ 認知症加算（短期なし） 

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケ

アを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、認知症加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について１月につき

それぞれ所定単位数を加算する。ただし、（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかの加算を算定している

場合は、その他の加算は算定しない。 

注２ イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を
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行った場合は、（Ⅲ）及び（Ⅳ）について１月につきそれぞれ所定単位数を加算する。 

 

(1)認知症加算（Ⅰ） ９２０単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（Q17 参照）を、事業所における「日常生活に支

障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」（以下こ

の号において「対象者（※１）」という。）の数が 20 人未満である場合にあっては 1以上、対象者

の数が 20 人以上である場合にあっては 1 に対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すご

とに 1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

②当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定

期的に開催していること。 

③認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を 1 名以上配置し、事業所全体の認知症

ケアの指導等を実施していること。 

④当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画

に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

 

対象者（※１）：日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指す 

 

(2)認知症加算（Ⅱ） 890 単位 

認知症加算（Ⅰ）の①及び②に掲げる基準に適合すること。 

 

(3)認知症加算（Ⅲ） ７６０単位 

認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対してサービスを提供した

場合、算定することができる。 

 

(4)認知症加算（Ⅳ） ４６０単位 

要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に

対してサービスを提供した場合、算定することができる。 

※日常生活自立度のランクⅡであって、要介護３～５の利用者には算定できない。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ１４～２２参照 
 

 

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（短期利用のみ） 200 単位 

注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定看護

小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日に

つき２００単位を所定単位数に加算する。 
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【留意事項】 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等

の症状を指す 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用居宅介護費）

が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用

者又は家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合に算定することができる。本

加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 

この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではなく、医療機関における対応が必要であると判断され

る場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けら

れるように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合には、当該加算は算定でき

ないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期

入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施設入居者

生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行っ

た医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用

者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の短期利用

（短期利用居宅介護費）の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ２３参照 
 

 

ヘ 若年性認知症利用者受入加算（短期なし） ８００単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して看護小規模多機能型居宅介護を行っ

た場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、ニ（認知症加算）を算定している場合は、算

定しない。 

【留意事項】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニー

ズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ２４～２６参照 
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ト 栄養アセスメント加算（短期なし） 50 単位 

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用す

る方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用

者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下このトおいて同じ。）

を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係

る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定し

ない。 

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（チにおいて「管

理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対し

てその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報そ

の他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

(4) 利用定員、人員基準に適合していること。 

【留意事項】 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。）、

医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養

士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日

本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携によ

り、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせ

て、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・

嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課

題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行

い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄

養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント

加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断さ

れた場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに
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事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた栄養管理の内容の決定（Ｐｌａｎ）、当該決定に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容

の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一

連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ58～59 参照 
 

 

チ 栄養改善加算（短期なし） 2００単位 

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養

状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養

改善加算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき所定単位数を加算する。 

ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が

改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き

算定することができる。 

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能

及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄

養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

(5) 利用定員、人員基準に適合していること。 

【留意事項】 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限る。）、医療機

関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置

いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養

士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管

理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サー

ビスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成 18

年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№(11)の

項目が「１」に該当する者 
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ハ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、

適宜確認されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいず

れかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいずれかの項目にお

いて「１」に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目におい

て「１」に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、２項目以上「１」

に該当する者などを含む。） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつ

つ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理栄

養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項

（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載

した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象と

なる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域密着型通所介護においては、

栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって

栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、

栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、

当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅で

の食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事

相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに体

重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や

主治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 指定地域密着型サービス基準第 37 条において準用する第３条の 18 に規定するサービスの提供の記

録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場

合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要は
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ないものとすること。 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理

栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについて

は、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

  

 

 

 

リ 口腔・栄養スクリーニング加算（短期なし） 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養

状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算

を算定している場合にあっては算定しない。 

 

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の

口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合に

あっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい

ること。 

(2) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を

含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

(3) 利用定員・人員基準に適合していること。 

(4) 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

①栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄

養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月

（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養

改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

②当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は

当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスクリーニングを行っ

た結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された

日の属する月を除く。）であること。 

(5) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していな

いこと。 
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(2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 5 単位 

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①加算（Ⅰ）の(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

②算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改

善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要で

あると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

③算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①加算（Ⅰ）の(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

②算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月ではないこと。 

③算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスクリ

ーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービ

スが開始された日の属する月を除く。）であること。 

④他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していな

いこと。 

【留意事項】 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリー

ニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者

ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職員等は、利

用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべきも

のであること。ただし、大臣基準第 51 号の６ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は

栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲

げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。なお、口腔スクリーニング及

び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 
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ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成

18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの 

№11 の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定すること

とし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続

的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改

善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提

供が必要と判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能

向上加算を算定できること。 

  

 

ヌ 口腔機能向上加算（短期なし） 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低

下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし

て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若し

くは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注に

おいて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、３月以

内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。ま

た、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上

せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き

算定することができる。 

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)  １５０単位 

次のいずれにも適合すること。 

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成してい

ること。 

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔

機能向上サービス（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護の注に規定する口腔機能

向上サービスをいう。）を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)  １６０単位 

次のいずれにも適合すること 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）のイ～ホいずれにも適合すること。 

ロ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービ

スの実施に当たって、当該情報その他口腔生成の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情

報を活用していること。 

 

【留意事項】 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネ

ジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口

腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外に該

当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の３項目のうち、２項目以上が「１」

に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応

じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置

を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の

指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂

食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指

導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービス

の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域密着型通所介護にお

いては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場

合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口

腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があ

れば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ご

とに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や

主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 
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ホ 指定地域密着型サービス基準第 37 条において準用する第３条の 18 に規定するサービスの提供の

記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職

員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定の

ために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴

覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果

が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

⑧ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者

の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄｏ）、

当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）

の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

  

 

ル 退院時共同指導加算（短期利用は無し） ６００単位 

注 イについては、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又

は退所するに当たり、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作

業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、当該者の退院又は退所後、当該者に対

する初回の訪問看護サービスを行った場合に、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要と

する利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるものをいう。以下同じ。）については２回）に限

り、所定単位数を加算する。 

 

（※１）次のいずれかに該当するものは２回算定できる。【厚生労働大臣が定める状態】 

イ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を

受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

ロ 医療診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療

法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管

理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高圧症患者指導管理を

受けている状態 

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 
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ニ 真皮を超える褥瘡の状態 

ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

【留意事項】 

①当該加算の算定は、初回の訪問看護サービスを実施した日の属する月に算定すること。 

 なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。 

②２回の算定が可能な利用者に対して複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機

能型居宅介護事業所、訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合にあっては、１回ずつの算定

も可能であること。 

③複数の事業所等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所属する保健医療機関又は介護老人

保健施設に対し、他の事業所における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。 

④退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における

訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できないこと（②の場合を除く。）。 

⑤退院時共同指導を行った場合は、その内容を看護小規模多機能型居宅介護記録書に記録すること。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ６０～６２参照 
 

 

ヲ 緊急時対応加算（短期利用は無し） ７７４単位 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により

２４時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪

問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場

合（訪問については、訪問看護サービスを行う場合に限る。）には、１月につき所定単位数を加算す

る。  ※当該加算は、区分支給限度額に含めない。 

 

【留意事項】 

① 緊急時対応加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められ

た場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービス及び

宿泊サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなってい

ない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を行う体制に

ある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。 

② 緊急時対応加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービス又は宿泊サービスを行っ

た日の属する月の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同

月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該訪問看護における緊急時

訪問看護加算、同月に看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該看護小規模多機能型居宅介

護における緊急時対応加算及び同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護にお

ける 24 時間対応体制加算は算定できないこと。 
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③ 緊急時対応加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時対応

加算に係る訪問看護サービス又は宿泊サービスを受けようとする利用者に説明するに当たっては、当

該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護又は緊急時対応加算に係る宿

泊を受けていないか確認すること。 

④ 緊急時対応加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が看護小規模多機能型居宅介護事業所を選定

する上で必要な情報として届け出させること。なお、緊急時対応加算の算定に当たっては、第１の１の

(５)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。 

  

 

ワ 特別管理加算（短期利用は無し） 

注 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護（看護サービス

を行う場合に限る。）の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応

じて、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

※当該加算は、区分支給限度額に含めない。 

 

(1) 特別管理加算(Ⅰ) ５００単位  

特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態（※）の①に規定する者に対し

て行う場合５００単位加算できる。 

 

(2) 特別管理加算(Ⅱ) ２５０単位 

特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態（※）の②、③、④又は⑤に規

定する者に対して行う場合２５０単位加算できる。 

 

【厚生労働大臣が定める状態（※）】 

① 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受け

ている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

② 医療診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導

管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅

持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高圧症患者指導管理を受けている

状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 

⑤ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

【留意事項】 

① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が看護小規模多機能型居宅介護事業所を選
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定する上で必要な情報として届け出させること。 

② 特別管理加算は、介護保険の給付対象となる看護サービスを行った日の属する月に算定するものと

する。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介

護を利用した場合の当該訪問介護における特別管理加算は算定できないこと。 

③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。 

④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、ＮＰＵＡＰ（National Pressure Ulcer of Advisory Panel）分

類Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるもの）Ｄ３、Ｄ４若しくはＤ５に該当

する状態をいう。 

⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合には、定期的（１週間に

１回以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症、感染、肉

芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の家族等に行う指導

を含む）について看護小規模多機能型居宅介護記録に記録すること。 

⑥ 「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の医師が点滴注射を週３日以

上行うことが必要である旨の指示を複合型サービス事業所に行った場合であって、かつ、当該事業所の

看護職員が週３日以上点滴注射を実施している状態をいう。 

⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必要が

認められる場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、看護小規模多機

能型居宅介護記録書に点滴注射の実施内容を記録すること。 

⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な

支援を行うこととする。 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ63～68 参照 
 

  

カ 専門管理加算（短期なし） 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の

研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第３７条の２第２項

第５号に規定する指定研修機関において行われる研修（以下「特定行為研修」という。）を修了した

看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、１月に

１回に限り、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算する。 

 

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計

画的な管理を行った場合（悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越

える褥瘡の状態にある利用者（重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者（在宅での療養

を行っているものに限る。）にあっては真皮までの状態の利用者）又は人工肛門若しくは人工膀胱

を造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。）          ２５０単位 

 



 

- 94 - 

 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合（診療報酬の算定方法（平成２０

年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）

の区分番号Ｃ００７の注３に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。） 

２５０単位 

 

※対象の特定行為 ： 気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃

ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊

死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水

症状に対する輸液による補正 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ69～72 参照 
 

 

ヨ ターミナルケア加算 ２，５００単位（短期なし） 

注 イについては、在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者に対して、別

に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所が、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（死亡日及び死亡日前１

４日以内に当該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態（※２）にあるものに

限る。）に訪問看護を行っている場合にあっては、１日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミ

ナルケアを行った後、２４時間以内に在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の場所

で死亡した場合を含む。）は、当該利用者の死亡月に２，５００単位加算できる。 

 

【別に厚生労働大臣が定める基準（※１）】 

イ ターミナルケアを受ける利用者について２４時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じ

て、訪問看護を行うことができる体制を整備していること。 

ロ 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者

及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。 

ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。 

末期の悪性腫瘍その他以下の状態にあるものは、死亡日及び死亡日前１４日以内に１日以上訪問看

護を行えば加算できる。 

【別に厚生労働大臣が定める状態（※２）】 

次のいずれかに該当する状態 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進

行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び

パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度

又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症、（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及び

シャイ・ドレーガー症候群をいう。）プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質

ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症脱髄性多発神軽炎、後天性免疫不全

症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 
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ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態 

※当該加算は、区分支給限度額に含めない。 

【留意事項】 

ターミナルケア加算について 

① ターミナルケア加算については、在宅又は看護小規模多機能型居宅介護事業所で 死亡した利用者

の死亡月に算定することとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属する月と、利用者

の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

② ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算

を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回随時対応型訪問介護看護を利用した

場合の当該各サービスにおけるターミナル加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した

場合の訪問看護ターミナル療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算（以下「タ

ーミナルケア加算等」という。）は算定できない。 

③ 一の事業所において、死亡日及び死亡日前１４日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる

訪問看護をそれぞれ１日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加

算等を算定すること。この場合等において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できな

いこと。 

④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を看護小規模多機能型居宅介護記録書に記録し

なければならない。 

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過につい

ての記録 

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに

基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する

ガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の

意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。 

⑤ ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、２４時間以内に死亡が確認さ

れる場合等については、ターミナルケア加算を算定することができるものとする。 

⑥ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。 

  

 

タ 遠隔死亡診断補助加算 150 単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科

診療報酬点数表の区分番号Ｃ００１の注８（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ００１―２の注６の

規定により準用する場合（指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホーム

その他これに準ずる施設が算定する場合を除く。）を含む。）に規定する死亡診断加算を算定する利
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用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。）について、その主治の医師の指示

に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、当該利用者の死亡月につ

き所定単位数を加算する。 

 

【参考】 

 C001 在宅患者訪問診療（Ⅰ） 

       注８ 死亡診断加算    200 点 

 以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平

成 29 年 9 月厚生労働省）」に基づき、ICT を利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往

診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。 

ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと 

イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要することが見込

まれる状況であること 

ウ 特掲診療科の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携す

るほかの保険医療機関において区分番号「Ｃ００5」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア

加算若しくは「Ｃ００５－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーショ

ンにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。 

  

 

 

レ 看護体制強化加算（短期利用は無し） 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

 

(1) 看護体制強化加算(Ⅰ)  ３，０００単位 

次のいずれにも適合すること。 

① 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占める割合が 

 １００分の８０以上であること。 

② 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が１００分の５０以上であ

るころ。 

③ 算定日が属する前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の

総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が１００分の２０以上であること。 
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④ 算定日が属する月の前１２月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるタ

ーミナルケア加算を算定した利用者が１名以上であること。 

⑤ 登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなされていること。 

 

(2) 看護体制強化加算(Ⅱ)  ２，５００単位 

加算（Ⅰ）の①から③までに掲げる基準尾すべてに適合すること。 

 

【留意事項】 

① 看護体制強化加算については、医療ニーズの高い中重度の要介護者が療養生活を送るために必

要な居宅での支援に取り組む指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の実績を評価するものであ

る。 

② 看護体制強化加算を算定するに当たっては、訪問看護体制減算【留意事項】の算出方法を準用す

ること。 

③ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看

護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、同意を得ること。 

④ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、算定要件の割合について、継続的に所定の基準を

維持しなければならない。なお、その割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定

の基準を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければならない。 

⑤ 看護体制強化加算（Ⅰ）を算定するに当たっては、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業

者として届出がなされていること。 

⑥ 看護体制強化加算は、指定看護小規模多機能居宅介護事業所の利用者によって（Ⅰ）又は（Ⅱ）

を選択的に算定することができないものであり、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

おいていずれか一方のみを届出すること。 

⑦ 看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から控除するものである。 

  

 

ソ 訪問体制強化加算（短期なし） １，０００単位 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規

模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居

宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、１月につき所定単位数を加算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める基準（※１）】 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 訪問サービス（看護サービスを除く。以下同じ。）の提供に当たる常勤の従業者（保健師、看護

師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く。）を２名以上配置していること 

② 算定日が属する月の提供回数について、延べ訪問回数が１月あたり２００回以上であること。

ただし、事業所と同一の建物に集合住宅を併設する場合は、登録者の総数のうち「同一建物に居
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住する以外の者」の占める割合が５０％以上であって、かつ、「同一建物に居住する者以外の者」

に対する延べ訪問回数が１月当たり２００回以上であること。 

 

【留意事項】 

① 訪問体制強化加算は、訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第１７１条第１項に規定する訪問

サービスのうち訪問看護サービスを除くものをいう。）を担当する常勤の従業者を２名以上配置する事

業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が１月当たり延べ

２００回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サービ

スの内容を記録しておくこと。 

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければ

ならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算

定が可能である。 

③ 「訪問サービスの提供回数」とは、歴月ごとに９(３)①ロと同様の方法に従って算定するものとす

る。 

※９(３)①ロ・・・１回の訪問を１回と算定する。身体介護に至らない見守り等の訪問でも回数に含める

ことができる。 

④ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、各月の前月の末日時点（新

たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）日）における登録者のうち同一建

物居住者以外の者（「看護小規模多機能型居宅介護費のイ（１）を算定する者」をいう。）の占める割合

が１００分の５０以上であって、かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するものとする。ただし、

③については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ３３～３７参照 
 

 

ツ 総合マネジメント体制強化加算（短期なし） 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1)総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) １，２００単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看

護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、看護小規模多機能型居宅介護計画の見直し

を行っていること。 
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② 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的な内容に関する

情報提供を行っていること。 

③ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利

用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。 

④ 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。 

⑤ 必要に応じて、多様な主体により提供される登録者の生活全般を支援するサービスが包括的に

提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 

⑥ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

ア 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っ

ていること。 

イ 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点

となっていること。 

ウ 地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サ

ービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 

エ 市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加してい

ること 

 

（２）総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) ８００単位 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）の①から③までに掲げる要件に適合すること 

 

＜地域の行事や活動の例＞ 

・登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談への対応 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起し、地域住民や市町

村等とともに解決する取組（行政や地域包括支援センターが開催する地域での会議への参加、町内会や

自治会の活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみの関係がある地域住民や商店等

との関わり、地域の行事への参加等） 

 

報酬に関するＱＡ Ｑ３８～４２参照 
 

 

ネ 褥瘡マネジメント加算（短期利用は無し） 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
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(1)褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡

の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三

月に一回評価すること。 

② ①の確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情

報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

③ ①の確認の結果、褥瘡が認められ、又は①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされ

た入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

④ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や

入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。 

⑤ ①の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直して

いること。 

 

(2)褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １３単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 加算（Ⅰ）の①から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

② 次のいずれかに適合すること。 

ａ 加算（Ⅰ）の①の確認の結果、褥瘡が認められた入所者又は利用者について、当該褥瘡が治

癒したこと。 

ｂ 加算（Ⅰ）の①の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあると

された入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。  

 

【留意事項】 

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、利用者が褥瘡

管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく褥瘡管理の実

施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該計画の見直し（Ａｃｔｉｏ

ｎ）といったサイクル（以下この(26)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に褥瘡

管理に係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は、原則として要介護度３以上の利用者全員を対象として利用者ごとに

大臣基準第 71 号の２イに掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の要介護度３以上の利用者全員（褥

瘡マネジメント加算（Ⅱ）を算定する者を除く。）に対して算定できるものであること。 

③ 大臣基準第 71 号の２イ(１)の評価は、別紙様式５を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあ

るリスクについて実施すること。 

④ 大臣基準第 71 号の２イ(１)の利用開始時の評価は、大臣基準第 71 号の２イ(１)から(５)までの要

件に適合しているものとして市町村長に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規利用者について

は、当該者の利用開始時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既に利用している
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者（以下この(31)において「既利用者」という。）については、介護記録等に基づき、利用開始時にお

ける評価を行うこと。 

⑤ 大臣基準第 71 号の２イ(１)の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととす

る。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

⑥ 大臣基準第 71 号の２イ(３)の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしなが

ら、利用者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、利用者の状

態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５を用いて、作成すること。なお、褥瘡ケア計画に

相当する内容を居宅サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代

えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 

⑦ 大臣基準第 71 号の２イ(４)において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・

マネジメントの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第 71 号の２イ(５)における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題（褥瘡

管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施

すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフ

ィードバック情報を活用すること。 

⑨ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）は、褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たす事業所において、

④の評価の結果、利用開始時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者に

ついて、利用開始日の属する月の翌月以降に別紙様式５を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式５に

示す持続する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。 

ただし、利用開始時に褥瘡があった利用者については、当該褥瘡の治癒後に算定できるものとする。 

⑩ 褥瘡管理に当たっては、事業所ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアル

を整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。 

  

 

ナ 排せつ支援加算（短期なし） 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1)排せつ支援加算（Ⅰ）  １０単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護
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師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価するとともに、その

評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ

支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

② ①の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うことに

より、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づい

た支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。 

③ ①の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直している

こと 

 

（２）排せつ支援加算（Ⅱ）  １５単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 加算（Ⅰ）の①から③までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

② 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

a 加算（Ⅰ）の①の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は利

用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪

化がないこと。 

ｂ 加算（Ⅰ）の①の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者であって

要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。 

ｃ 加算（Ⅰ）の①の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた

者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去されたこと。 

 

（３）排せつ支援加算（Ⅲ）  ２０単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 加算（Ⅰ）の①から③までのいずれにも適合すること。 

② 加算（Ⅱ）の②の a及びｂのいずれにも適合すること。 

【留意事項】 

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、利用者が排せつに介護

を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施

（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉ

ｏｎ）といったサイクル（以下この(27)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排

せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 排せつ支援加算（Ⅰ）は、原則として要介護度３以上の利用者全員を対象として利用者ごとに大臣基

準第 71 号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の要介護度３以上の利用者全員（排せつ支

援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定する者を除く。）に対して算定できるものであること。 

③ 本加算は、全ての利用者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さ

らに特別な支援を行うことにより、利用開始時と比較して排せつの状態が改善することを評価したも

のである。したがって、例えば、利用開始時において、利用者が尿意・便意を職員へ訴えることができ
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るにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへ

の排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。 

④ 大臣基準第 71 号の３イ(１)の評価は、別紙様式６を用いて、以下の(ア)から(エ)について実施する。 

(ア) 排尿の状態 

(イ) 排便の状態 

(ウ) おむつの使用 

(エ) 尿道カテーテルの留置 

⑤ 大臣基準第 71 号の３イ(１)の利用開始時の評価は、大臣基準第 71 号の３イ(１)から(３)までの要

件に適合しているものとして市町村長に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規利用者について

は、当該者の利用開始時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に利用している

者（以下この(27)において「既利用者」という。）については、介護記録等に基づき、利用開始時にお

ける評価を行うこと。 

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告す

ることとする。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、利用者の背景疾患の状況を勘案する

必要がある場合等は、医師へ相談することとする。 

⑦ 大臣基準第 71 号の３イ(１)の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととす

る。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

ただし、経過措置として、令和３年度中にＬＩＦＥを用いた情報の提出を開始する予定の事業所につ

いては、令和３年度末までに算定月における全ての利用者に係る評価結果等を提出することを前提と

した、評価結果等の提出に係る計画を策定することで、当該月にＬＩＦＥを用いた情報提出を行ってい

ない場合も、算定を認めることとする。 

⑧ 大臣基準第 71 号の３イ(２)の「排せつに介護を要する利用者」とは、④の(ア)若しくは(イ)が「一

部介助」若しくは「全介助」と評価される者又は(ウ)若しくは(エ)が「あり」の者をいう。 

⑨ 大臣基準第 71 号の３イ(２)の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」と

は、特別な支援を行わなかった場合には、④の(ア)から(エ)の評価が不変又は低下となることが見込ま

れるものの、適切な対応を行った場合には、④の(ア)から(エ)の評価が改善することが見込まれること

をいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する

要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成する。要

因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び

支援対象の利用者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、

食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、

支援計画に相当する内容を居宅サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作

成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにする

こと。 
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⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の利用者の特性に配慮

しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において利

用者の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、利用者及びその家族に対し、排せつ

の状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は利用者及びその

家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始

後であってもいつでも利用者及びその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明

し、利用者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑬ 大臣基準第 71 号の３イ(３)における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計

画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施す

ること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィ

ードバック情報を活用すること。 

⑭ 排せつ支援加算（Ⅱ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす事業所において、利用開始時と

比較して、④に掲げる(ア)若しくは(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がな

い場合又は(ウ)若しくは(エ)の評価が改善した場合に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算（Ⅲ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比

較して、④に掲げる(ア)又は(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、

(ウ)が改善した場合に、算定できることとする。 

⑯ 他の事業所が提供する排せつ支援に係るリハビリテーションを併用している利用者に対して、指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が当該他の事業所と連携して排せつ支援を行っていない場合は、

当該利用者を排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）の対象に含めることはできないこと。 

  

 

ラ 科学的介護推進体制加算（短期利用は無し） ４０単位／月 

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用す

る方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所が、利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき４

０単位を所定単位数に加算する。 

(1) 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る

基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

(2) 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画を見直すなど、指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提

供するために必要な情報を活用していること。 

【留意事項】 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに加算の要件を満た

した場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等につ
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いては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、ＰＤＣＡサイクルにより、質

の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具

体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、

本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス

計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資す

る介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性や

サービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更

なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ４４～４９参照 
 

 

ム 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所において、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1) 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に

確認していること。 

① 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）

を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

② 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

③ 介護機器の定期的な点検 

④ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

(2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減

に関する実績があること。 
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(3) 介護機器を複数種類活用していること。 

(4) (1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並び

に負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組

の実施を定期的に確認すること。 

(5) 事業年度ごとに(1)、(3)及び(4)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

 

(2) 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０単位 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の(1)の基準に適合していること。 

(2) 介護機器を活用していること。 

(3) 事業年度ごとに(2)及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の(1)の取組に関する実績を厚生労働省に

報告すること。 

生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知「生産性向上推進体制加算に関する基本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」（令和 6年 3月 15 日老高発 0315 第 4 号厚生労

働省老健局高齢者支援課長通知）を参照。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ５０参照 
 

 

ウ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、イについては１月につき、ロについては１日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イ：７５０単位 ロ：2５単位（短期） 

次の要件をすべて満たしていること。 

(1) すべての従業者に対し、個別の研修計画を作成し、研修（外部研修を含む。）を実施又は実施を

予定していること。 

(2) 利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項の伝達、従業者の技術指導を目的と

した会議を定期的に開催していること。 

(3) 次のいずれかに適合すること。 

①当該事業所の従業者（保健師、看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が７０％以上であること。 

②当該事業所の従業者（保健師、看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、勤続年数１０年以上

の介護福祉士の占める割合が２５％以上であること。 

(4) 利用定員、人員基準に適合していること。 
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ) イ：６４０単位 ロ：２１単位（短期） 

次の要件をすべて満たしていること。 

(1) 当該事業所の従業者（保健師、看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が５０％以上であること。 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の(1)、(2)及び(4)の基準を満たしていること。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) イ：３５０単位 ロ：１２単位（短期） 

次の要件をすべて満たしていること。 

(1) 次のいずれかに適合すること。 

①当該事業所の従業者（保健師、看護師、准看護師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が４０％以上であること。 

 ②当該事業所の従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が６０％以上であること。 

 ③当該事業所の従業者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％以上であるこ

と。 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の(1)、(2)及び(4)の基準を満たしていること。 

【留意事項】 

①研修について 

個別の研修計画については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容と当

該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内

容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

②利用者に関する情報若しくは留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議 

・当該事業所の従業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一

堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。 

・会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 

・「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

・会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

※「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる

事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

ⅰ 利用者のＡＤＬや意欲 

ⅱ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

ⅲ 家庭環境 

ⅳ 前回のサービス提供時の状況 

ⅴ その他サービス提供に当たって必要な事項 

③職員の割合の算出について 

・常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いること。 
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ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることと

する。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能と

なる。 

・介護福祉士は、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とする。 

・ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月

継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものと

し、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出（※１）を提出しなければならない。 

④勤続年数について 

 ・勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護

サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務し

た年数を含めることができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当

該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合

には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じ

であったとしても、通算はできない。 

※１ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

・事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなる

ことが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ること。また、この場合は、加算等が算定されなく

なった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。 

・届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不

当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消し

をもって対処する。 

  

報酬に関するＱＡ Ｑ５１～５４参照 
 

 

介護職員等処遇改善加算（新） 

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、利用者に対し、サービスを行った場合は、所定

単位数に加算する。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位に１４.９％を乗じて算定 

   留意事項①～⑧の全てを満たすこと。 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位に１４.６％を乗じて算定 

   留意事項①～⑥及び⑧を満たすこと。 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位に１３.４％を乗じて算定 

   留意事項①～⑤及び⑧を満たすこと。 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位に１０.６％を乗じて算定 

   留意事項①～➃及び⑧を満たすこと。 

※ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）は令和７年３月末で廃止 
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【留意事項】 

① 月額賃金改善要件Ⅰ 

新加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を、月給（基本給又は決まって毎月支払われる手当）の改善

に充てる。 

② 月額賃金改善要件Ⅱ 

   旧ベースアップ等加算を算定していない事業所の場合、前年度と比較して、旧ベースアップ等加算

相当の加算額の３分の２以上の新たな基本給等の改善（月給の引上げ）を行う。令和６年５月以前に

旧３加算を算定していなかった事業所は、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。 

③ キャリアパス要件Ⅰ 

(1) 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること。 

(2) (1)掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること。 

(3) (1)及び(2)ついて、就業規則等の根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知しているこ

と。常時雇用する者の数が１０人未満の事業所は、就業規則に代えて内規でも差し支えない。 

④ キャリアパス要件Ⅱ 

   次の(1)及び(2)を満たすこと。 

(1) 介護職員について、資質向上の目標及び、a又は bに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、

当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

   a 研修機会の提供又は技術指導等（OJT 等）の実施、介護職員の能力評価 

   b 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等） 

(2) (1)について、全ての介護職員に周知していること。 

⑤ キャリアパス要件Ⅲ 

   次の(1)及び(2)を満たすこと。 

(1) 介護職員について、以下のいずれかの仕組みを整備すること。 

   a 経験に応じて昇給する仕組み 

   b 資格等に応じて昇給する仕組み 

   c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

(2) (1)の内容について、就業規則等の根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。 

⑥ キャリアパス要件Ⅳ 

   経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額４４０万円以上であるこ

と。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合や職員全体の賃金水準が低い事業所など

で直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合は適用が免除される。 

⑦ キャリアパス要件Ⅴ 

   サービス提供体制強化加算Ⅰ、Ⅱを算定していること。 

⑧ 職場環境等要件 

   次の表に掲げる処遇改善の取組を実施すること。その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、各区

分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上（うち⑰又は⑱は必須））実施すること。新加算

Ⅲ又はⅣを算定する場合は、各区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）実施すること。 
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職場環境等要件 

 

 

 

○ヰ 介護職員処遇改善加算 

【基準】 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ

た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った

場合は、令和６年５月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

イからウまでにより算定した単位数の１０．２％に相当する単位数 

 

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

イからウまでにより算定した単位数の７．４％に相当する単位数 

 

(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

   イからウまでにより算定した単位数の４．１％に相当する単位数 

○ノ 介護職員等特定処遇改善加算 

【基準】 

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、それ以外の介護職員等特定処遇改善

加算を算定しない。 
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Ⅳ．その他 

 

〈 1. 変更届の提出について 〉 

 

事業者は、次の事項に変更があった場合は、変更後１０日以内に変更届を唐津市長に提出すること。【介護

保険法第７８条の５、第１１５条の５】 

変更する事項 添付書類／留意事項 

事業所（施設）の名称 

又は所在地（開設の場所） 

【関連して変更となる可能性がある事項】 

・運営規程 ・事業所の平面図 

申請者（開設者）の名称、又は主たる事

業所の所在地、又は代表者の氏名、生年

月日、住所、職名  

添付書類：登記事項証明書、誓約書 

留意事項：代表者の姓、住所又は職名の変更のみの場合は、誓約書不要 

申請者（開設者）の登記事項証明書又は

条例等 
添付書類：登記事項証明書又は条例等 

事業所の種別等  

建物の構造概要及び平面図並びに設備の

概要 
建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所 

又は経歴 

添付書類：管理者の経歴、（必要に応じて）資格証の写し 

留意事項 

・管理者は「常勤」であること。 

・管理者が当該事業所で兼務する場合は「管理者が当該事業所で兼務する他

の職種」、管理者が他の事業所で兼務する場合は、「管理者が兼務する他の

事業所の名称及び兼務する職種・勤務時間等」を変更届出書に明記するこ

と。 

※管理者の勤務状況がわかる資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

等）の添付でも可 

運営規程 

【変更事項が以下のいずれかの場合】 

イ 従業者（職員）の職種、員数及び職

務の内容 

ロ 営業日及び営業時間 

ハ 利用定員 

添付書類 

・変更後の運営規程 

・従業者の職務の体制及び勤務形態一覧表 

・（必要に応じて）資格証の写し 

運営規程 

【変更事項が上記イ～ハ以外】 

添付書類 

・変更後の運営規程 

協力医療機関等の名称、診療科目名、契

約の内容 

添付書類 

・左記変更内容が確認できるもの 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護医療院、病院等との連携体制及び支

援の体制の概要 

添付書類 

・左記変更内容が確認できるもの 

介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

添付書類：介護支援専門員一覧、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

留意事項：「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、介護視線専門員

の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可 

※ 変更する事項の内容によって、その他の添付資料（唐津市暴力団排除条例に係る第１号様式（誓約

書）及び第２号様式（役員名簿））等の提出が必要です。 

※提出は、電子申請届出システムをご利用ください。 
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〈 2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 〉 

 

（単位数が増加する加算の届出日） 

① 届出が 15 日まで → 翌月から算定を開始 

② 届出が 16 日以降 → 翌々月から算定を開始 

※ 適正な支給限度額を管理するため、利用者や居宅介護支援事業者等への周知期間が必要。 

※提出は電子申請届出システムを利用ください 

 

（事後調査等によって、届出時点で加算の要件に合致していないことが判明した場合） 

① 指導しても改善されない場合 

→届出の受理は取消され、届出はなかったことになり、その加算全体が無効になる。 

→受領していた介護給付費は不当利得になり、返還する。 

→指定事業者は厳正な指導を受け、悪質な場合(不正・不当な届出が繰り返し行われる等)は、指定を取

り消される。 

② 改善した場合 

 →届出時点～判明時点：受領していた介護給付費は、不当利得になり、返還する。 

 →判明時点～要件合致時点：その加算は算定しない。 

 

（加算等が算定されなくなる場合） 

① 事業所の体制が加算を算定されない状況になった場合 

② 事業所の体制が加算を算定されなくなることが明らかな場合 

  →速やかにその旨を届け出ること。 

  →事実発生日から、加算を算定しない。 

※ 届出をしないで加算等を請求した場合は、不正請求になる。 

   支払われた介護給付費は不当利得になるので、返還する。 

   悪質な場合は、指定が取り消される。 

 

（利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還） 

保険者への返還時と同時に、利用者に対して、利用者負担金の過払い金に、利用者毎の返還金計算書を付

けて返還する。 

※ 利用者等から受領書を受け取り、事業所で保存する。 
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〈 3. 業務管理体制の届出等について 〉 

 

介護サービス事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るた

め、平成２１年５月１日から介護サービス事業者には業務管理体制の整備と届出の義務が課せられること

となりました。 

 

１．事業者が整備する業務管理体制 

（介護保険法第１１５条の３２・介護保険法施行規則第１４０条の３９） 

 

業 
務 
管 
理 
体 
制 
整 
備 
の 
内 
容 

    
業務執行の状況の監査を 

定期的に実施 

  

業務が法令に適合すること

を確保するための規定 

（＝以下「 法令遵守規程」）

の整備 

業務が法令に適合すること

を確保するための規定 

（＝以下「 法令遵守規程」）

の整備 

法令を遵守するための体制

の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任者」）

の選任 

法令を遵守するための体制

の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任者」）

の選任 

法令を遵守するための体制

の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任者」）

の選任 

事業所 

等の数 
１以上２０未満 ２０以上１００未満 １００以上 

注） 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、みなし事業所は除く。みなし事業所と

は、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビ

リテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされ

ている事業所。  

 

２．届出書に記載すべき事項 （介護保険法施行規則第１４０条の４０） 

 

 

届出事項 対象となる介護サービス事業者 

[1]事業者の 

・名称又は氏名 

・主たる事務所の所在地 

・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

全ての事業者 

[2]「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者 

[3]「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が２０以上の事業者 

[4]「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が１００以上の事業者 
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３．業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 

（介護保険法第１１５条の３２・介護保険法施行規則第１４０条の４０） 

 区分 届出先 

① 事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 

② 事業所等が２以上の都道府県の区域に所在し、かつ、２以上の

地方厚生局の管轄区域に所在する事業所 

事業者の主たる事務所が所在する

都道府県知事 

③ 全ての事業所等が１の都道府県の区域に所在する  事業者 都道府県知事 

④ 全ての事業所等が１の指定都市の区域に所在する  事業者 指定都市の長 

⑤ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者であって、事

業所等が同一市町村内に所在する事業者 
市町村長 

 

【地方厚生局管轄区域一覧】 

地 方 厚 生 局 管 轄 区 域 

北海道厚生局 北海道 

東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東信越厚生局 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨

県、長野県 

東北北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

４．届出の期日 

届出は体制を整備した後、速やかに行っていただく必要があります。 

 

５．業務管理体制の変更届の提出が必要となる事項 

   1 法人種別、名称 

   2 主たる事務所の所在地、電話、FAX 番号 

   3 代表者氏名、生年月日 

   4 代表者の住所、職名 

   5 事業所又は施設の名称及び所在地 

   6 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 

   7 業務の法令に適合することを確保するための規程の概要（運営する事業所数が 20 以上の場合） 

   8 業務執行の状況の監査の方法の概要（運営する事業所数が 100 以上の場合） 

   ※ 以下の場合は変更の届出の必要ありません。 

    ・ 事業所数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 

    ・ 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ばさない軽微な変更の場合 
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〈 4．地域密着型サービス等の住所地特例対象者へのサービス提供について〉 

  

住所地特例とは・・・ 

 

対象となる特定地 

  

 

 

 

 

 

 

 

介護保険の被保険者が、他保険者の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を

移された場合であっても、前保険者の被保険者のままであるという制度（介護保険法第 13 条による）です。 

地域密着型サービスにおいて住所地特例対象者が利用できるサービスは、 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

②夜間対応型訪問介護 

③地域密着型通所介護 

④認知症対応型通所介護 

⑤小規模多機能型居宅介護 

⑥看護小規模多機能型居宅介護 

で、これらは特定地域密着型サービスといいます。(法８条第１４項)また、介護予防地域密着型サービスも

同様に、 

①介護予防認知症対応型通所介護 

②介護予防小規模多機能型居宅介護 

の２つが対象となり、特定地域密着型介護予防サービスといいます。(法８条の２第１２項) 
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〈 送迎減算、同一建物減算の考え方について〉 
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報酬に関するＱＡ 

 

Q1 報酬算定の可否「いずれのサービスも利用がなかった月」（平成 18 年 9 月 4 日） 

（問） 入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、

小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。 

（答） 登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用で

きないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきである。 

Q2 報酬算定の可否（H18.9.4）「養護老人ホームの入所者の利用」（Ｈ１８．９．４） 

（問） 養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。。 

（答） 養護老人ホームにおいては、措置の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われている

ところであり、養老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していな

い。 

Ｑ3 集合住宅に居住する者に対するサービス提供「転居した日の算定」（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位数を算定す

ることとあるが、「転居した日」は同一建物以外、同一建物のどちらの単位数を算定すればよいか。 

（答） 当該利用者の異動後の居住場所により算定する。 

例えば、同一建物に有料老人ホームがある小規模多機能型居宅介護事業所について、戸建住宅

に居住しながら当該事業所を利用していた者が、当該事業所に併設する有料老人ホームに入居す

る場合には、転居日における基本報酬は、「同一建物に居住する者に対して行う場合」を算定す

る。 

Ｑ4 短期利用居宅介護費（令和 3 年 3 月 29 日） 

（問） 宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の

合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いて

いる宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複した場

合の対応如何。 

（答） 登録者以外の短期利用は、登録者に対するサービスの提供に支障がない場合に認められるもの

であり、お尋ねのケースであれば、登録者に対する宿泊サービスを優先すべきである。ただし、

利用の緊急度に応じて柔軟な対応も可能である。 

Ｑ5 減算「介護支援専門員」（平成 18 年 6 月 8 日） 

（問） 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所

における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算（所定単位数の 100 分の 70 を

算定）について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は

年間３，４回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用

を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としない

といった取扱いをすることは可能か。 

（答） 【減算の取扱いについて】 

１ 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了していな

い場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月ま
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で、利用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たしていれば減算さ

れないこととなっている。 

２ 職員の離職等により、新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要件を

満たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず、減算の対象となる。 

３ しかしながら、都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計

画作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当

該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するま

での間は減算対象としないこととする。 

４ なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づき、

（人員基準欠如が発生した翌々月から）減算を行うこととする。 

【研修受講上の配慮】 

５ 市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（老計発第0331007 

厚生労働省老健局計画課長通知）に定める研修受講に当たっての都道府県への「推薦書」の余

白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如となったが、当該職員に代

わる新たな職員を配置しており、新たな職員に対して早期に研修を受講させる必要がある。」

旨を明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。 

６ 都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置された

職員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当該職員を優先して、

最も近い研修を受講させるよう配慮させたい。 

Ｑ６ 高齢者虐待防止未実施減算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての

措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなけれ

ば減算の適用となるのか。 

（答） ・減算の適用となる。 

・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

Ｑ７ 高齢者虐待未実施減算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の

属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 過去に遡及して当該減産を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 

Ｑ８ 高齢者虐待未実施減算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措

置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事実

が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改

善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認

められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」ことと

されているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできない

のか。 
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（答） 改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えな

い。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計

画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

Ｑ９ 業務継続計画未策定減算（令和 6 年 5 月 17 日） 

（問） 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答） ・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に

従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

・なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続

計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策

定減算の算定要件ではない。 

Ｑ１０ 業務継続計画未策定減算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実

が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） ・業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点

ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

・例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判

明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計

画の策定を行っていない場合）、令和７年 10 月からではなく、令和６年４月から減算の対象と

なる。 

Ｑ１１ 過少サービスに対する減算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービス提供回数

に含めることは可能か。 

（答） 利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数に含めることは

可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めることはできない。 

Ｑ１２ 過少サービスに対する減算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合又は本

体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提供が過少で

ある場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスとして取り扱

うのか。 

（答） サテライト事業所におけるサービス提供回数として計算する。 

Ｑ１３ 初期加算（平成 19 年 2 月 19 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の

2 週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から 30 日

間算定することは可能か。 

（答） 病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が 30

日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない（「指定地域密着型サービスに要

する費用の額に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号）別表 3 ロの注）が、そうでな

い場合は、初期加算を算定することは可能である。 
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Ｑ１４ 認知症加算（平成 21 年 4 月 17 日） 

（問） 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報

は必ず文書で提供する必要があるのか。 

（答） 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療

情報提供を義務づけるものではない。 

Ｑ１５ 認知症加算（令和 6 年 3 月 29 日） 

（問） 「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービスを

利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して 10 年以上、か

つ、1,800 日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主

体の長が認めた者については、令和９年３月 31 日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」

とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にど

のような者なのか。 

（答） 同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として７年以上

サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３年以上、サービス提供責任者としても従

事する者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。 

Ｑ１６ 認知症加算（令和 6 年 5 月 17 日） 

（問） 介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「１なし ２加算Ⅰ ３

加算Ⅱ」となっているが、加算（Ⅲ）（Ⅳ）の届出はどうすればよいか。 

（答） 今回の改定で新設した認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、事業所の体制を要件とする区分であるため届

出を必要とするものであるが、認知症加算（Ⅲ）（Ⅳ）は従来の認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）と同様、

事業所の体制を要件としない区分であることから届出不要。 

Ｑ１７ 認知症加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 認知症加算（Ⅰ）、（Ⅱ）の算定要件について、「認証介護にかかる専門的な研修」や「認知症

介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあ

るか。 

（答） 現時点では、以下のいずれかの研修である。 

①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育

課程 

③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

※ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

Ｑ１８ 認知症加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 

（答） 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治意見書を用いて、

居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお複数の判定結果がある場合に

は、最も新しい判定を用いる。 

医師の判定がない場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同

通知中「２（４）認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認
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知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活

自立度も含めて情報を共有することとなる。 

Ｑ１９ 認知症加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤

要件等はあるか。 

（答） 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件はないが、認知症チームケアや認知

症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する

必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。 

なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所１

か所のみである。 

Ｑ２０ 認知症加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） （看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）の認知症介護指導者は、研修修了者

であれば管理者でもかまわないか。 

（答） 認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合

であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

Ｑ２１ 認知症加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を

有すると認めたものであって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、（看護）小規模

多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）における認知症介護実践リーダー研修修了者

としてみなすことはできないか。 

（答） 認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知症

介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者

であることがその受講要件にあり、平成２０年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介

護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研

修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。 

したがって、（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）については、

加算対象となる者が 20 名未満の場合にあっては、平成 20 年度以前の認知症介護指導者養成研修を

修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）１名の配置で算定できることとする。 

Ｑ２２ 認知症加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 認知症加算（Ⅰ）を算定するためには、認知症加算（Ⅱ）の算定要件の一つである認知症介護実

践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研

修修了者を別に配置する必要があるのか。 

（答） 必要ない。例えば加算の対象者が 20 名未満の場合、 

・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

のいずれかが１名配されていれば、算定することができる。 
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研修修了者の人員配置例 
加算対象者数 

～19 20～29 30～39 ・・・ 

必要な 

研修修了者

の配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」 

1 2 3 

 

 認知症介護実践リーダー研修 

認知症看護に係る適切な研修 

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 

1 １ １ 

 

 認知症介護指導者養成研修 

認知症看護に係る適切な研修 

（注）認知症介護実践リーダー研修と任司朝介護指導養成研修の両方を修了した者、又は、認知症看護に

係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護

の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 

 

Ｑ23 認知症行動・心理症状緊急対応加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） 入所予定当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 

（答） 本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受け入れの手間を評価するものであることから、予定

どおりの入所は対象とならない。 

Ｑ２４ 若年性認知症利用者受入加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） 一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 

（答） ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 

Ｑ２５ 若年性認知症利用者受入加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

（答） 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきた

い。人数や資格等の要件は問わない。 

Ｑ２６ 若年性認知症利用者受入加算（平成 30 年 3 月 23 日） 

（問） 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護

のように月単位の報酬が設定されている場合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように

取り扱うのか。 

（答） 本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機

能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については６５歳の誕生日の前々日が含まれる月は

月単位の加算が算定可能である。 

Ｑ２７ 看護職員配置加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） 看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ専従を満たすこ

ととして、加算を算定することは可能か。 

（答） 指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。一方、看護職員配置加算

は、利用者ニーズへの対応を図るため、常勤かつ専従を要件として創設されたものであることから、

お尋ねのような場合についての加算の算定は認められない。 
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Ｑ２８ 看護職員配置加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 本体事業所の看護職員が適切にサテライト型事業所の登録者に対する健康管理等を行うことが

できる場合、サテライト事業所には看護職員を置かなくてもよいこととされているが、本体事業所

において看護職員配置加算を算定している場合、当該本体事業所の看護職員は看護職員配置加算に

係る常勤・専従の看護職員であってもよいのか。 

（答） 本体事業所とサテライト事業所については密接な連携の下に運営されるものであり、当該常勤・

専従の看護職員がサテライト事業所の登録者に対する健康管理等を行うことも差し支えなく、この

場合、当該常勤・専従の看護職員の配置をもって、サテライト事業所の看護職員を置かないことが

できる。 

 また、当該常勤・専従の看護職員はサテライト事業所の登録者に対する訪問サービスや本体事業

所において提供される宿泊サービスに従事することも可能である。 

 なお、この場合、サテライト事業所で看護職員配置加算を算定することはできず、本体事業所及

びサテライト事業所の双方で看護職員配置加算を算定しようとする場合、それぞれの事業所に常

勤・専従の看護職員を配置することが必要となる。 

Ｑ２９ 看取り連携体制加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 看取り連携加算の算定要件のうち「24 時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算（Ⅰ）で配

置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の

看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。 

（答） 看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、小規

模多機能型居宅介護事業所の看護師と 24 時間連絡できる体制が確保されていれば算定要件を満た

すものである。 

Ｑ３０ 看取り連携体制加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 看取り期における対応方針は、管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等に

よる協議の上、定められていることが必要とされているが、その他に協議を行うことが想定される

者としては、医師も含まれるのか。 

 また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。 

（答） ・貴見のとおり医師も含まれると考えて差し支えない。 

・また、看取り期における対応方針の「協議」については、必ずしもカンファレンスなど  の会

議の場により行われる必要はなく、例えば、通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護支援

専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加算の算定要件を

満たすものである。 

Ｑ３１ 看取り連携体制加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 看取り連携体制加算について、「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは

差し支えない。」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。 

（答） ・質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行

い、理解を得るよう努力することが不可欠である。このため、利用者への介護記録等その他の利

用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際に、利用者またはその家族の理解を

支援させる目的で、補完的に理解しやすい資料を作成し、これを用いて説明することも差し支え



 

- 131 - 

 

ないこととしたものである。 

・なお、その際、介護記録等の開示又は写しの提供を本人またはその家族が求める場合には、提供

することが必要である。 

Ｑ３２ 看取り連携体制加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 看取り連携体制加算について、「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的に

どういうことか。 

（答） 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職

員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明のことをいう。 

Ｑ３３ 訪問体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護

の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。 

（答） 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなけ

ればならないという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外

の業務に従事することも可能である。 

Ｑ３４ 訪問体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置することとさ

れているが、当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。 

（答） 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当たる

者のうち２名以上を常勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・営業時間

において常に訪問を担当する常勤の従業者を２名以上配置することを求めるものではない。 

Ｑ３５ 訪問体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が１度も無かった登録者につ

いても、当該加算を算定するのか。 

（答） 貴見のとおりである。 

Ｑ３６ 訪問体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が 200 回未満であった場合、当該月に

おいて算定できないということでよいか。 

（答） 貴見のとおりである。 

 訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、一

月当たりの延べ訪問回数が 200 回以上となった月において、当該加算を算定できる。 

なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置していること」

を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらためて変更・

取下、再提出等の手続を求めるものではない。 

Ｑ３７ 訪問体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪

問する場合も含まれるのか。 

（答） 「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施
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上の留意事項について」（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、老老発

第 0331018 号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知）の５⑶①ロに規定する「サービ

ス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算定する

こととしており、具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第 87 条に規定する「提供した具

体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づき算定する

こととなる。 

 したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身体

整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録されるサービスについては、訪問

サービスの提供回数に含まれるものである。 

Ｑ３８ 総合マネジメント体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者（小規

模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者）が

共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当た

り全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われ

たことを、どのように表せばよいか。 

（答） 小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体

的なサービスを適時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全

般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図

ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マ

ネジメント体制強化加算により評価するものである。 

小規模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働に

より行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直し

の内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。 

 また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場

により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。

通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス

計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満た

すことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。 

Ｑ３９ 総合マネジメント体制強化加算（平成 27 年 4 月 1 日） 

（問） 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参

加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考え

ればよいか。 

（答） 小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地

域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。 

 「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知

の５（７）イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。 

 ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価を
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得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に応じて、

様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

 また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み

慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識をもって

取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

 なお､地域における活動が行われていることは、そのため､サービス提供記録や業務日誌等、既存

の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料

を作成することは要しない。 

Ｑ４０ 総合マネジメント体制強化加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相

談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように考

えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。 

（答） ・地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地域住民

等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。 

・また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築し

ていることも重要である。 

・なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において確

認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成すること

は要しない。 

Ｑ４１ 総合マネジメント体制強化加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的

に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取

組頻度についてどのように考えればよいか。 

（答） ・具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について」（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号ほか）第２の５(12)におい

て、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の例をお示し

している。 

・ただし、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において、一定の理

解・評価を得て、地域の中で核となり、地域資源を効果的に活用し利用者を支援する取組は、地

域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

・また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」については、

一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続する

ために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民等と連

携した上で、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

Ｑ４２ 総合マネジメント体制強化加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当

該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事
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例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評

価の対象か。 

（答） ・貴見のとおりである。 

・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、他の

居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共

同して実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会等に

参画することが必要である。 

Ｑ４３ 生活機能向上連携加算（平成 30 年 3 月 23 日） 

（問） 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

ション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」

とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 

（答） 具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介

護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療

提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行す

ることが考えられる。 

Ｑ４４ 科学的介護推進体制加算（令和 3 年 3 月 26 日） 

（問） ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、

情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答） ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、Ｌ

ＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではな

い。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者

の同意は必要ない。 

Ｑ４５ 科学的介護推進体制加算（令和 3 年 3 月 26 日） 

（問） 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意が取

れない場合には算定できないのか。 

（答） 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則

全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入

所者について算定が可能である。 

Ｑ４６ 科学的介護推進体制加算（令和 3 年 6 月 9 日） 

（問） サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の

要件である情報提出の取扱い如何。 

（答）   これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービ

スの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこ

ととしている。 

 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30 日未満のサ

ービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定

要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支え

ない。 
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 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件

であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開

した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、

褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

Ｑ４７ 科学的介護推進体制加算（令和 3 年 6 月 9 日） 

（問） サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要

件である情報提出の取扱い如何。 

（答）   当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はある

が、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

Ｑ４８ 科学的介護推進体制加算（令和 3 年 6 月 15 日） 

（問） 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない

等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利用開始

月」という。）の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月

の翌月の 10 日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

（答）   事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用

を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始し

た翌月の 10 日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の

翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定については LIFE へのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌

月の 10 日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできな

い。当該月の翌々月の 10 日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までに

データ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に

明記しておく必要がある。 

Ｑ４９ 科学的介護推進体制加算（令和 6 年 9 月 27 日） 

（問） 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）   「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。 

・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定

であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった

場合・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の

情報しか提出できなかった場合 

・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合 

やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。 

→LIFE システム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が 困難な
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場合 

→介護ソフトのバージョンアップ（LIFE の仕様に適応したバージョンへの更新）が間に合わな

いことで期限までのデータ提出が困難な場合 

→LIFE システムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に

合わない等、データ提出が困難となった場合 

等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定す

ることは可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。 

※令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）問 16 は削除する。 

Ｑ５０ 生産性向上推進体制加算（令和 3 年 9 月 29 日） 

（問） 加算（Ⅰ）（※100 単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入

前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新

規に介護施設を開設し、開設当初より、加算（Ⅰ） の要件となる介護機器を全て導入しているよ

うな場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、

比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。 

（答）   介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組

の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。 

 

【利用者の満足度等の評価について】 

介護サービスを利用する利用者（５名程度）に、介護機器を活用することに起因する利用者の安

全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い（※）、その結果に基づき、利用者の安全並

びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において

当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。 

※ 介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、介護サービ

スを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等についてヒアリングを実施するこ

とを想定している。 

また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添１の利

用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。 

【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査につい

て】 

加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月（利用者の受入れを開始した月）を事前調査の実

施時期（※）とし、介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状

況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以上継続した

以降の月における介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況

を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。 

※ 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡大するよう

な場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる時点を事前調査の対象

月とすること。この場合、利用者数の変化が一定程度落ち着いた考えられる時点とは、事前調
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査及び事後調査時点における利用者数と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。 

例：例えば、令和６年１月に介護施設（定員 50 名とする）を新たに開設し、同年１月に 15 人受

け入れ、同年２月に 15 人受け入れ（合計 30 名）、同年３月に 15 人受け入れ（合計 45 

名）、同年４月に２名受け入れ（合計 47 名）、のように、利用者の数を段階的に増加してい

く場合については、利用者の増加が落ち着いたと考えられる同年４月を事前調査の実施時期と

すること。 

Ｑ５１ サービス提供体制強化加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） サービス提供体制強化加算における介護福祉士とは、各月の前月の末日時点で資格を取得してい

る者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 

（答）   要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものでは

なく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成

校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士とし

て含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の

交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センタ

ーのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとと

もに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 

Ｑ５２ サービス提供体制強化加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） サービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示された

い。 

（答）   従業者ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていない

ため、当該従業者の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

また、計画の策定については、全体像に加えて、従業者ごとに策定することとされているが、こ

の従業者ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、

職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

なお、計画については、すべての従業者が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施でき

るよう策定すること。 

Ｑ５３ サービス提供体制強化加算（平成 21 年 3 月 23 日） 

（問） 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答）   産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることが

できる。 

Ｑ５４ サービス提供体制強化加算（平成 27 年 4 月 30 日） 

（問） サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様

に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除く。）

をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事

業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 

（答）   貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以
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降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要が

ある。 

Ｑ５５ サテライト体制未整備減算（平成 30 年 3 月 23 日） 

（問） 訪問看護体制減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事

業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所それぞれにおいて届出し、該当する場合にそれぞれ

が算定するものであるが、サテライト体制未整備減算については、サテライト型看護小規模多機能

型居宅介護事業所及び本体事業所のいずれか一方が訪問看護体制減算を算定している場合に、サテ

ライト体制が減算型であるとして、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業

所の両方においてサテライト体制未整備減算を算定するという理解でよいか。 

（答）   その通り。 

Ｑ５６ 主治医の特別指示書（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の指示

の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか 

（答）   訪問看護の指示の期間に応じて減算する。 

Ｑ５７ 主治医の特別指示書（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 要介護３の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となっ

た場合、減算する単位数はどのように計算するのか 

（答）   当該サービス提供月における特別指示の期間が 14 日間の場合、30 単位×14 日＝420 単位を複合

型サービス費より減算する。 

Ｑ５８ 栄養アセスメント加算（令和 3 年 4 月 15 日） 

（問） 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、

「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）   科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和３年介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.３）（令和３年３月 26 日）問 16 を参考にされたい。⇒Q49 

Ｑ５9 栄養アセスメント加算（令和 3 年 6 月 9 日） 

（問） 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどの

ように判断するのか。 

（答）   利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所について、 

・サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実施時間

の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、 

・介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、 

原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。 

Ｑ６０ 退院時共同指導加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 退院時共同指導を実施した 2 ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加

算を算定できるのか。 

（答）   算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施

した場合に算定できる。 
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Ｑ６１ 退院時共同指導加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 退院時共同指導加算を 2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。 

（答）   退院時共同指導加算は、１回の入院について１回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護

ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者（1回の入院

につき 2回算定可能な利用者）について、２ヵ所の訪問看護ステーションがそれぞれ別の日に退院

時共同指導を行った場合は、２ヵ所の訪問看護ステーションでそれぞれ 1回ずつ退院時共同指導加

算を算定することも可能である。 

Ｑ６２ 退院時共同指導加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 退院時共同指導加算は、退院又は退所 1回につき 1回に限り算定できることとされているが、利

用者が１ヶ月に入退院を繰り返した場合、１月に複数回の算定ができるのか。 

（答）   算定できる。ただし、例２の場合のように退院時共同指導を２回行った場合でも退院後１度も訪

問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は１回のみ算定できる。 

 

（例１）退院時共同指導加算は２回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 

 

（例２）退院時共同指導加算は１回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 

Ｑ６3 特別管理加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 

（答）   経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテー

テルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的

に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いとなる。 

Ｑ６４ 特別管理加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。 

（答）   留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な

管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できな

い。 

また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看護において一度もポートを用

いた薬剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できない。 

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の

取扱いとなる。 

Ｑ６５ 特別管理加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 特別管理加算は１人の利用者につき１ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であ

れば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか 

（答）   訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用
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することはできないため算定できない。ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別

管理加算の算定を可能とする。 

なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算（２回算定出来る場合を

除く）についても同様の取扱いとなる。 

（事務連絡介護保険最新情報 Vol.267「平成 24 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol（平成 24

年 3 月 16 日）」の送付についての修正） 

Ｑ６６ 特別管理加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 「点滴注射を週 3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場

合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。 

（答）   在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通常の訪問看

護指示書その他の様式であっても差し支えない。ただし、点滴注射の指示については７日毎に指示

を受ける必要がある。 

Ｑ６７ 特別管理加算（平成 24 年 3 月 16 日） 

（問） 予定では週 3日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により 3日以上実施出来

なかった場合は算定できるのか。 

（答）    算定できない。 

Ｑ６８ 特別管理加算（平成 24 年 4 月 25 日） 

（問） 経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算（Ⅰ）と特別管理加算（Ⅱ）

のどちらを算定するのか。 

（答）    経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者で

あるため、特別管理加算（Ⅰ）を算定する。 

Ｑ６９ 専門管理加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀

胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。 

（答）    現時点では以下の研修が該当する。 

①褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」 

②緩和ケアについては、・日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、「乳がん看護」「が

ん放射線療法看護」及び「がん薬物療法看護※」・日本看護協会が認定している看護系大学院の

「がん看護」の専門看護師教育課程 

③人工肛門及び人工膀胱ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」 

※平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。例えば「緩和ケア」は、従

前の「緩和ケア」「がん性疼痛看護」も該当し、「がん薬物療法看護」は従前の「がん化学療法

看護」も当該研修に該当する。 

Ｑ７０ 専門管理加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にはどのようなもの

があるか。 

（答）   現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関にお
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いて行われる以下の研修が該当する。 

①「呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及び「栄

養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修 

②「在宅・慢性期領域パッケージ研修」 

Ｑ７１ 専門管理加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による

訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。 

（答）   よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が１回以上指定訪問看護を実

施していること。 

Ｑ７２ 専門管理加算（令和 6 年 3 月 15 日） 

（問） 専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を

修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそ

れぞれ実施した場合であっても、月１回に限り算定するのか。 

（答）   そのとおり。イ又はロのいずれかを月１回に限り算定すること。 

Ｑ７3 身体拘束廃止未実施減算（令和 7 年 1 月 20 日） 

（問） 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための

全て措置（委員会の開催、指針の整備、研修の実施）がなされていなければ減算の適用となるのか。 

（答）   減算の適用となる。 

Ｑ７4 身体拘束廃止未実施減算（令和 7 年 1 月 20 日） 

（問） 運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講じられていない

事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減産を適用するのか。 

（答）   過去に遡及して当該減産を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 

Ｑ７5 身体拘束廃止未実施減算（令和 7 年 1 月 20 日） 

（問） 利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合の検討には、三

つの要件（切迫性、非代替性、一時性）全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用と

なるのか。 

（答）   減算の適用となる。 

また、三つの要件については、以下を参考にされたい。 

・「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく

高いこと。 

・「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

・「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

 なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該要件を満たし

た記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。 

 


